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障害者制度改革の重要方針について (第 二次意見素案 )

は じめに

(第一次意見後の流れ )

本年 1月 か ら始まつた「障がい者制度改革推進会議」(以 下‐、「推進会

議」 とす る)は、 12月 6日 現在で 27回 目を数えて いる :

「第 T次意見 」 (障害者制度改革 の推進のための基本 的方 向)は、第

14回 推進会議 (6月 7日 )で ま とめ られ t閣 議決定 (6月 29日 )さ れて

以降、推進会議 においては、次の取組が行われている。

「第一次意見」において横断的課題の第■に位置付 けられてし`る障害

者基本法の抜本改正は、本年末 を目途に作成予定の 「第二次意見」の内

容 を踏まえて、平成 23年 の常会 に法案 を提 出する ことになつている。

「第一次意見 」後の推進会議 においては、「第二次意 見」の策定に向

けて、追加 的な個別分野 の事項 と して「住宅」「文化 ,ス ポー ツ」「ユニ

バ∵サルデザ イ ン」「障害の予防」につ いて、省庁 ヒア リングを実施 し

て議論 を行 つて きた。

また、基本法改正の議論 においては、総則・各則・推進体制 ごとに、

事務局が提 出 した条文の規定ぶ リイメー ジをもとに議論 を行 つて きた。

横 断的課題 の 第二 に位置 づ け られて いる差別禁止 法 の制定 につ いて

は、11月 に 1回 目の「差別禁上部会」が開催 され、今後 は検討項 目を整

理 して、平成 25年 の常会 に法案が提出できるよ う本格的な取組 を行う

ことにな っている。 i

第二の横 断的課題である障害者総合福祉法 (仮 称 )に ついて検討 を行

う「総合福祉部会」は、現在、法の重要 なテーマ (項 目及び論点)ご と

に九つの作業チーム を設置 して、10月 か ら検討作業 を行 つている。その

中では、「第一次意見」で個別分野 の課題 と して位置付 け られ、検討項

目及び論点が総合福祉法の範囲 を超 えている「就労」「医療」「障害児支

援」は、推進会議 の委員 との合同作業チーム を設 けて障害者基本法改正

に盛 り込む事項の取 りま とめも含めて検討 を行 つて いる。

「総合福祉部会」では、平成 23年 8月 には部会 と しての意見 を取 り

ま とめ、平成 24年 の常会 に法案提出を行い、平成 25年 8月 の施行 を目

指 している。       、

「第一次意見」 をもとに、各地で 「地域 フォー ラム」が 14ヶ 所 (11月

末現在 )で 開催 され、毎回 100人 ～500人 の参加者 が集ま り、障が い者

制度改革推進会議 の意義 と一連の取組 について、各地で大 きな注 目と期
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待が もたれている。

今後、「地域 フォーラム」 は、平成 23年 2月 までに合計 19か 所で開

催す る予定にな っている。    ・

(障害者基本法制定の経緯)        :
国内の障害者 関係の各個別法及び施策の基本的な理念、方針及び推進

体制 を包括的に定める障害者基本法 は、国内外の情況の変化 によつて大

きな転換期 を迎 えている。

戦後 の障害者施策は、1950年 代 ～60年 代にか けて、身体障害者福祉

法や精神薄弱者 (当 時の表記 )福祉法、精神衛生法 にみ られ る「特_月」法」、

又は社会福祉事業法や児童福祉法 を始め、医療・教育 口職 業副1練及び雇

用促進・年金 口住 宅・交通な どに関連す る個別法の中で分散 して限定的

に取 り上 げ られ、その基本的考 え方 は、障害者 を「対策」の対象 とする

ことに とどま つて いた。

この よ うな現状に対 して、関係者か ら障害者対策に総合性 と一貫性が

欠 けてお り、行政機関相互の連絡調整の必要性が指摘 された。また高度

経済成長か ら取 り残 されてい く障害者への無関心な社会の実態が、障害

者 団体 や関係者か ら強 く指摘 され、根本的な対策 を求める声が高 まって

いた。     
｀

こう した背景 の もとで、
°
「心身障害者対策基本法」(昭 和 45(1970)年 )

が制定 されたが、法律名称に表れているよ うに、障害者 を「対策」の対

象 とす ることに変化はなか った。

「心身障害者対策基本法」を引き継 ぎ、大幅 に改正 した障害者基本法

(平 成 5(1993)年制定 )は 、当初、主 に二つの側面 を有 していた。

一つは、それ までの障害者の 自力更生 と社会復帰、優生思想 を背景 と

した障害の予防 と早期発見、障害の克服等 を基調 と した「心身障害者対

策基本法」をノーマライゼー シ ヨン理念 に基づいて改編 してい くという

点である。も う一つは、1980年 代の「国連 コ障害者の十年」 とノーマラ

イゼニ シ ョン理念 の提唱による国内の「障害者対策に関す る長期行動計

画」 (昭和 58(1983)年 ～平成 4(1992)年 )の 策定 と実施 による経過

と実績 を踏まえて、当時の障害者施策の到達点を基本法によって事後的

に確認す るとい う意味が あった。

その後、10年 を経て平成 16(2004)年 に改正 された障害者基本法は、

1990年 代のアメ リカ、イギ リスな どにおける障害者差別禁止法の実現や

障害者への差別 を禁止す る法制化 を求め る国連・社会権規約委員会 によ

る日本政府への勧告 (平 成 12(2000)年 )等 の国際的動 向 と国内の地域

社会 における障害者の生活保障 を求める多様 な取組 に影響 を受 け、次の
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新設条文が追加 された。
口 「基本的理念」(第 3条 3項 )に差別禁止事 由、「国及び地方公共

団体の責務」(第 4条 )に 「差別の防止」が規定 され た。

口 「施策の基本方針」(第 8条 2項 )に 、「可能 な限 り、地域 におい

て 自立 した 日常生活 を営む ことがで きるよ う配慮 され な ければな

らない。」 とい う規定が盛 り込まれた。

これ までの障害者基本法 にかかわ る主な経過 を振 り返つてみ ると、内

外の動 向に少なか らず影響 を受 けてきだ ことが明 らかにな つている。

現在、障害者権利条約 (以 下、「条約」 とす る)の 国連採択 (平 成 18

(2006)年 )を 契機にt条約の批准に向けて、条約が要請す る障害者の

権 利 を実現 す る枠組み と水準 に見合 う国内の障害者制度改革 をどのよ

うに行 うか とい う点において、障害者基本法は、関係個別法の上位法と

して障害者制度改革の要の役割 を果たす ことが要請 されている。

今般の障害者基本法の改正は、条約の批准 を実現す るために必要な国

内の制度改革全体の理念 と施策の基本方針の要 に位置 し、今後の障害者

施策の方向に大 きな影響 を与えるもの として、極めて重要かつ大 きな意

義が あるとい うことができる。

I.障害者基本法の改正について

1.障 害者基本法改正の趣 旨・ 目的      _
障害者 は、古今東西 いか なる社会であれ 、普遍 的に存在 してい、る。

社会 には、子 ども、青年、壮年、高齢者が存在す るよ うに、障害者 も社

会 の必然的な構成要素 と して存在す る。

しか し、障害者が社会 の対等なT員 と して地域社会 で暮 らす には、

ぃまだに大 きな社会的障壁が待 ち構 えている。た とえば、交通機関、建

築物等 における物理的な障壁、資格制限等における制度的な障壁、点字

や手話サー ビスの欠如における文化・情報面の障壁、障害者 を庇護 され

るべ き存在 と して とらえる等の意識上の障壁な どである。

我が国の障害者施策 は、特 に戦後か ら本格的な対策が講 じられ るよ

うにな り、 その結果、大 きな発展 を遂 げてきた ともいえる。 ところが、

これまでの障害者施策 は、障害者 をいわゆる健常者 と対比 して、心身の

機能 に障害 をかか え、能力的に劣 つているもの と把握 し、障害者が遭遇

す る さま ざまな困難 の原因 を個 人の心身の状態 に求 め る考 え方 を起点

と して、体系化 されて きた ものである。障害者が受 ける制限の原因を障

害 の存在 に求 めて いる基本法 の障害者の定義ひ とつ を とつて もそれは

明 らかな ところである。
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しか し、_人 類社会はしだいに社会との関係において障害を考察する

ようになり、ついには、障害が個人の機能障害と社会参加を妨げる社会

的障壁との相互作用によつて発生するものであるとの認識に達 した。そ

してこうした認識の変化は、障害者を保護の客体として扱つてきたこれ

までの社会の対応に反省を促 して地域社会での生活支援を拡大 し、社会

は障害者を権利の主体者 として扱 うべきであるとする根拠をもたらし

た。

基本法は、先に述べた経緯をたどり、国際社会の影響や国内の状況

を反映 し発展 してきたものであり、障害者の自立及び社会参加の支援等

のための施策に関 し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責

務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のため

の施策の基本となる事項を定めるものとなつている。

しか しながら、いまだ多くの障害者が施設や精神科病院での暮らし

を余儀なくされt地域社会における生活も多くの困難を抱えるだけでな

く差別も後を絶たない現状にあり、国際障害者年以来叫ばれてきたノー

マライゼーシヨンや完全参加と平等は、いまだ遠い夢で しかない。

かような状況において、基本法が単に既存の施策のリス トに終わる

ことなく、真に障害者施策をリー ドしていくためには、いくつかの条件

が必要である。

すなわちそれは、第 1に は、障害に基づく差異を否定的な評価の対

象としてではなく人間の多様性の一つとして尊重 し、相互に分け隔てら

れることな く個性 と人格を認め合 うインクルーシブな社会の構築を基

本法の目的に組み込むことであり、第 2に は、基本法が依つて立つ障害

概念を転換 したうえで、差別禁止も含め、障害者に認められるべき基本

的な人権を確認 し、各種施策が人権確保のために国や地方自治体の責務

を定めるものであるとの位置付けを与えることであり、第 3に は、障害

者に関連する政策決定過程に障害者が参画する重要性に鑑みて、障害者

に関する施策の実施状況を監視する権能を担 う機関を創設することで

ある。

障がい者制度改革推進会議は、かかる観点から、基本法の抜本改正

に向けて精力的な議論を重ね、ここにその成果を第二次意見として示す。
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2.総 則関係

1)目 的

(推 進会議 の認識 )

【基本的人権の享有主体性の確認】   ・

障害者を保護の客体であるとする見方から、すべての基本的人権の

享有主体であるとの見方へ、考え方の根本を転換することが障害者権

利条約の理念であり、今後の障害者施策の基本となるべきである。し

たがって、かかる観点から、障害者権利条約を締結することを目指し

て、障害者基本法の目的の見直 しが行われるべきである。

【格差の除去と平等の権利の保障】

障害者は、障害に基づく日常生活上及び社会生活上の様々な制限や

制約を受けている。また障害者の中でも、制度の対象になる障害とな

らない障害があるなど、制度内にも障害の種別による格差といえるも

のが存在する 。こうした現状を改善 し、すべての障害者に障害のない

者と平等の権利を保障することができるよう、基本法の見直 しが行わ

れるべきである。

【インクル∵シブ社会の構築】
―

すべての障害者が国民から分け隔てられることなく、社会の一員と

して受け入れ、合理的配慮や必要な支援の充足を通 じて、障害の有無

に関わ らず地域社会で共に生活することが確保されたインクルーシブ

社会を実現することが日本の目指すべき社会であることを明記 し、そ

のための国及び地方公共団体の責務を明らかにするよう、障害者基本

法の見直 しが行われるべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

口 すべての障害者が基本的人権の享有主体であること及び、この権

利1の 実現のためには自立と社会参加に向けた支援が必要であるこ

と。

障害のない者 との格差、及び障害者間の種月1に よる制度間格差 を

くし、すべ ての障害者に障害のない者 と平等の権利 を保障す るこ

L障 害の有無 にかかわ らず、何人 も分 け隔て られ ることのない、イ

ンクルー シブな社会が 日本の 目指すべ き社会であること及び、国は

この社会の形成に向けた政策 を実施す る責務が あること。

(基本法改正 に当た つて政府 に求める意見 )

な

と

-5-



C) (P)

2)定義

(推進会議の認識 )

これまでは、個人の心身の機能の損傷と、様々な社会生活における

不利や困難としての障害を同一視 した り、障害を個人に内在する属性

としてとらえ障害の克服を個人の適応努力に任されたりするなど、障

害の軽減や除去のために医学的な働きかけ (治療、訓練)を 優先する

医学モデルが社会に浸透 していた。
1′ しか し、障害1者 の社会参加の制限や制約の原因が障害者個人にある

のではなく、機能障害 (イ ンペアメン ト)と 社会との関係によって生

じるものであるという「社会モデル」に立つ障害者権利条約を踏まえ

るとき、基本法の改正に当たり、障害の定義に「社会モデル」的観点

を反映させることが、障害者に関連する日本の施策の制度改革と国民

全体の意識変革にとつて極めて重要なことであり、そのことは、他の

法律での定義にも反映されるべきものである。

また:制度の谷間を生まないためには、あらゆる障害が「障害」の

定義に入るよう幅広 く捉えることが必要である。

さらには、現行の基本法上の「継続的に」という文言との関係で、

「周期的」又は「断続的」に発生する日常生活又は社会生活上の制限

を受ける人を排除しないようにすることも重要である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである:

・ 障害の定義は、制度の谷間を生まない包括的なものとし、個人の

心身の機能の損傷と社会との関係において社会的不利益を発生する

という視点を明らかにし、さらに、周期的に変調する状態なども含

みうるものとすること。

(基本法改正に当たって政府に求める意見 )

○ (P)

3)基 本理念

(推進会議の認識 )

|【基本的人権の享有主体】

1 法の目的でも述べたようにtす べて障害者は、基本的人権の享有主

1体 であり、障害者権利条約の理念である、「障害者を保護の客体から権

1利 の主体へ」という考え方の転換を基本理念にも反映すべきである。
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【地域社会における生活の実現】

障害者権利条約は「すべての障害者が他の者と平等の選択の機会を

もづて地域社会で生活する平等の権利を認め」ている。このため、締

約国は、この権利が完全に享受され、地域社会が完全に受け入れるた

めに必要な措置等を講ずることが求められている。

具体的には、居住地を選択 し、どこで誰と生活するかを選択する機

会を有することや、特定の居住施設での生活を義務づけられないこと。

また、地域社会における生活や地域社会への受入れを支援することや、

地域社会か らの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サ‐ ビス、

居住サー ビスなどの地域生活支援サービスを障害者が利用できるよう

にすること。一般住民向けの地域生活支援サー ビス及び設備が、障害

者にとって障害のない者と平等に利用可能であり、かつ、障害者の二

―ズに対応 していることである。

日本においては、施設や精神科病院で多数の障害者が暮 らしており、

地域社会で生活 しようとしても受け皿が不足 している現状にあり、ま

た、現に地域社会で暮らしている障害者も、その日常生活や社会生活

に多 くの困難に囲まれている現状がある。

このような現状を変えるために、基本法において、地域社会で生活

する権利を確認 し、その実現に向けた施策の具体化のための措置を取

るべき旨を規定すべきである。

【支援付の自己決定の保障】

すべての障害者は、障害のない者と平等に自己決定の権利を有するg

しか し、自己決定にあたって、必要な社会的体験の機会がなかつた

り、支援する立場にある者から選択肢が示されないなど、十分な情報

を含む判断材料が提供されないことや、独力で決定することだけが自

己決定とされ、支援の必要性が軽視されたり、必要な支援を提供もせ

ずに、本人が決めたことだからとして責任を転嫁されること等もある:

自己決定にあたっては、自己の意思決定過程において十分な情報提

供:を 含む必要とする支援を受け、かつ他からの不当な影響を受けるこ

とな く、自らの意思に基づ く選択に従つて行われるべきである。 .

【言語・ コミュニケーションの保障】

日常生活及び社会生活において、多くの障害者が必要な言語又はコ

ミュニケーション手段を使用することに多くの困難を抱えているが、

その問題の深刻さが省み られることは少なかつたもそれ故に、改めて、

コミュニケーションに困難を抱える障害者が障害のない者 と等 しく人

権が保障されるよう、手話等が言語であることを確認するとともに、

必要な言語又はコミュニケーション手段の使用が保障されるべきであ
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る。

コミ三二ヶ―ションを保障するための必要な手段には、手話、点字、

要約筆記、指点字、触手話t文字表示、わか りやすい言葉、拡大文字、

音声、朗読、触覚による意思伝達、その他の補助的代替的手段、それ

ら使用する通訳者や説明者等の人的支援、さらに
｀
は容易に使用でき、る

マルチメディア、 トーキングエイ ド等の機器も含む: :

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

口 現行法の規定に加えて、障害者が基本的人権の享有主体であるこ

とを確認すること。

口 地域社会で生活する権利を確認するとともに、その実現に向けた

施策の具体化のための措置を取ること。

口 障害者が必要とする支援を受けながら、自己決定を行えることが

保障されること。

・ 手話等の言語性を確認するとともに、必要な言語及びコミュニケ

ーション手段の利用が保障されること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

4)差 別 の禁止

(推進会議 の認識 )

【差別の禁止】

障害者に対:す る差別が存在することは、内閣府の調査だけでなく、

地方自治体における差別禁止条例制定のプロセスでも明らかにされて

いるところである。

そもそも、障害の有無にかかわ らず、何人も法の下に平等であるは

ずであり、障害に基づいて政治的、経済的、社会的、文化的、市民的

関係を含むあらゆる分野において差別されることがあつてはならず、

また、あらゆる活動への機会が均等に保障されなければならない。

【法の下の平等と差別の禁止】   ヽ            |
そのためには、まず、基本法においても、法の下の平等の下で差別

|

が禁止 され るべ きものであつて、何 人も障害 に基 づ く差別を受 けない |
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権 利 を有す るこ.と を確認 し、 さらヽに差別の定義な どの基本的事項 を規 |

定することが必要であるg

【差別の定義】

基本法における差別の定義としては、障害者の権利条約の定義を踏

まえ、あらゆる区別、排除又は制限が不利益な結果をもたらす目的を

有する場合はもとより、行為者の主観的意図にかかわらず、不利益な

効果が発生する場合も含むものであること、さらには、相手方に均衡

を失 した又は過度の負担を課すものではないにもかかわらず、特定の

場合において、障害のない人と等 しく機会の均等を確保するための必

要かつ適当な変更及び調整である合理的配慮を提供 しない場合も含む

ものであるべきである。

【差別禁止法制の整備】

また、差別を実効的に禁止するには、障害に基づくあらゆる分野の

差別を禁止 し、権利の侵害から救済を図る機関を規定する法律が別途

制定されなければならないが、この差別禁止法の制定が基本法の抜本

改正ののちに予定されているためtま ずは、基本法において差別禁止

法制の整備に向けた規定を置 くべきである。

【複合差別】

さらに、障害に基づく差別の問題において、被害を受けた人自身が

相談 した り、権利主張すること自体が困難であり、社会的に潜在化 し

ていることを考慮すると、啓発、相談、研修などの分野において、差

別の問題が考慮されるべき重要事項であることの確認がなされるべき

であり、なかでも、障害のある女性や子ども、重度障害のある人が複

合 した差別を受けているという視点は、基本法の規定する関連の施策

分野に及ばなければならない。

【実態の調査と事例収集】

これ らのためにも、国は、障害に基づく差別に該当するおそれのあ

る事例の収集、整理、及び提供を行い、実態を明らかにしたうえで障

害に基づ く差別を防止するための普及啓発を図るべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

法の下の平等のもとで障害に基づく差別が禁止されること。

差別の定義において、直接差別のみならず、間接差別も含むもの
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とし、さらに合理的配慮を提供

かにすること。

しない場合も差別であることを明ら |

障害 に基 づ く差別 を禁止す る法制度 を整備す る こと。

障害者 にかかる啓発、相談、研修等の分野 において、差別問題、

特 に複 合差別 につ いての視点を踏 まえて施策が行われ ること。

口 差別の実態を明らかにし、その防止に向けた理解の普及啓発を図

るため、国は事例の収集、整理、及び提供を行 うこと。

(基本法改正 に当た つて政府 に求める意見 )

○ (P)             、

5)障害のある女性

(推 進会議の認識 )

日本が女性差別撤廃条約 を批准 して以降、同条約 の国内実施 におい |

ては、障害の ある女性 についても、政治的、経済 的、社会的、文化的、
|

市民的その他の いかなる分野においても、性 の違 いに基づ くあ らゆる |

差別を受けることな く、すべての人権_及 び基本的自由を享有すること

が求められている。

障害者は、障害のない人と比較 し、日常生活又は社会生活上多くの

社会的障壁に囲まれ、様々な領域で不利益な状態を強いられている。

なかでも、障害のある女性は障害のある男性 と比較 しても、例えば、

「仕事あり」の比率において、障害女性は、障害男性の約 3分 の 2で

ある。また、単身世帯での賃金、工賃、障害基礎年金、手当等も含む

収入を比較すると、障害女性の年収平均は、障害男性の年収平均の約

2分の 1で ご約 92万 円となつているなど、著 しく不利な立場に置か

れているとの調査結果も明らかにされている (*)1。

こうした複合差別の現状に対 して、現行の障害者施策は、障害のあ

る女性が置かれている差別的実態を問題にする視点が欠落 していると

言わざるを得ない。

以上を踏まえ、基本法には、男女共同参画社会基本法の趣旨も踏ま

え、次の観点を盛 り込むべきである。

1『 障害者生活実態調査』 (勝又幸子 。他 2008『 障害者の所得保障と自立支援背

策に関する調査研究 平成 17-19年 度調査報告書・平成 19年度総括研究報告書』

国立社会保障 。人 口問題研究所 )
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国及び地方公共団体は、障害のある女性が複合的な差別を受けて
|

いることを施策上の重要課題に位置付け、障害のある女性の完全な |

発展又は地位の向上等の確保に必要な措置を講ずること。

基本的施策において示される各領域の施策は、障害のある女性の |｀

1 権利を確保することを考え方の基本として踏まえつつ実施されるこ |

|と も  : ヽ      ´

(基本法改正 に当た つて政府 に求める意見 )

○ (P)

6)国 及び地方公共団体の責務

(推進会議の認識 )

【障害者の権利を保障するヽ責務】

国及び地方公共団体は、あらゆる人権の享有主体であるすべての障

害者が地域社会で自立 した生活を営むことができるよう、その権利を

保障する責務を有すると同時に、身体障害や知的障害が対象となる障

害者雇用義務や地方自治体の医療費助成制度などが精神障害には適用

されないなど障害種別間で福祉 口医療施策に制度的格差がある現状を

改める責務を有 している。障害者基本法の改正に当た り、この点を明

らかにするべきである。

【差別 を禁止す る措置 を取 る責務】

国及び地方公共団体は、障害に基づ くあ らゆる差別 を禁止す るため

の措置 を講ずる責務 を有 している。また、国及び地方公共団体は障害

者へ の合理的配慮義務 を有す ると同時に、事業者、企業、学校設置者

な ど合理的配慮 を行 うべ き者に対 し、財政 的、技術的な支援 を行 う責

務 を有 している。

【インクルニシブ社会の構築】

国及び地方公共団体はあらゆる差別や偏見をなくし、障害者の置

かれている状況についての国民の理解を広げ、障害のある人が障害

のない者と平等に地域社会で自立 した生活を営むことができるイン

クルニシブな社会を構築する責務を有 している。

以上 を踏 まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべ きである。    |
口 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会で自立した生活を営む

|

権利を保障 し、並びに障害者間の制度的格差をなくすための措置を
|
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1 講ずる責務を有すること。

1・ 国及び地方公共団体は、障害に基 づ あらゆる差別を禁■Lす るた

| めの措置を講ずる責務を有すること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

C) (P)

7)国民の理解 菫責務    ヽ

(推進会議の認識 )

【障害者を含むすべての人の責務】

「国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力す

るよう努めなければならない」との現行規定は、国民から障害者を切

り分け、障害者を一方的に保護するべき対象とみなしているとの誤解

を与えかねない。そこで、障害者も障害のない人も対等であるという

前提のもとに相互に協力するという観点に立って、現行の規定は改め

られるべきである。

【具体的な意識啓発】

インクルーシブな社会の構築には、障害者の人権や障害そのものに

ついて、障害者を含むすべての人の理解を得る必要があるが、そのた

めには、障害及び障害者の理解を促進する∵般的規定を設けるだけで

はな く、社会全体の意識向上に資する具体的な取組を規定するべきで

ある。そのために、例えば、障害者が社会参加することによって、社

会的役割を果た している積極的な具体例を収集 し、社会べ発信するこ

とで障害者の権利促進を図ることも必要である。

【事業者等の責務】

特に、雇用主である事業者、学校の設置者等が障害者の権利を理解、

促進する義務があることを明らかにすることが必要である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害者 を含むすべての人が、障害と障害者に関する理解の上で、

相互に権利を尊重する責務があることを確認するとともに、障害者

は保護されるべき対象であるとの誤解を受けかねない「障害者の福

祉の増進に協力するよう」との表現は避けること。      .

菫 事業者等の責務を明らかにすること。

(基本 法改正 に当た つて政府 に求める意見 )
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C) (P)

8)国 際的協調
:

(推進会議の認識 )

昭和 56(1981)年 の「国際障害者年」、昭和 57(1982)年 の「障害

者 に関す る世界行動計画」の実施 を求めた「国連障害者の十年」

(1983-1992)と いつた国際的な流れのもと、「完全参加と平等」「ノー

マライゼーション」といつた国際的理念を取 り入れ、国内に普及さる

よ う取 り組み を行 つてきたよ

この よ うな経緯 を踏 まえ、基本法において、今後 も、障害者の個 人

の尊厳の確保に向けた国際的な潮流 を踏まえ、国際的協調の もとで国

内施 策 を進めることを確認すべ きである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害者 の尊厳に資す る観点か ら国際的協調の もとで障害者施策が

進 め _ら れ ること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

9)障害者週間

(推進会議の認識 )

1 障害者週間 を設 ける

1展 開すべきであるが、

|て 考慮すべきである。

口 「障害者の福祉」 とい う現行規定の表現 は、障害者の権利条約 を

踏 まえて、再考すべ きであ り、例 えば、 「障害者の権利 と尊厳の確

保及 び促進」 とい う言葉に変えるべ きである。

・  「積極 的に参加する意欲 を高 める」 とい う現行規定の表現 は、個

人の意欲 の無 さに問題が あるかのよ うな書 き振 りであるので、 自由

意思であ らゆる分野の活動に参加できる環境の促進 とい う観点か ら

表現 を見直すべきである。

現行の障害者週間は国民への周知が少ない。効果的に事業 を展開

ことには大きな意義があり、今後とも精力的に

現状の障害者週間に関 しては、以下の点につい
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して、障害 (者 )を より多くの国民が理解する機会とすべきである。

例えば、障害者の文化あるいはスポーツの分野についてtさ らに力

を入れるべきである。

12月 3日 から 9日 までが現行の障害者週間であるが、障害者の権

利条約が国連で採択された 12月 i3日 を障害者週間に含めて、同条

約についての啓発という視点を取 り入れたものにすべきであるとの

意見もある。ただ、12月 3日 は国連が定めた国際障害者デーであり、

障害者の日であつた 12月 9日 は、国連で障害者の権利宣言が採択

された日であることもあり、これらを踏まえ、今後検討すべき課題

である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害者週間の目的を表わすにあたつて「障害者の福祉」や「積極

的に参加する意欲を高める」といつた表現をさけ、社会の在 り方の

問題を踏まえて、よリー層の社会参加を図るといつたことが理解で

きるような表現とすること。

(基本法改正 に当た って政府に求める意見 )

○ (P)

10)施 策の基本方針

(推進会議 の認識 )

施策の基本方針 を考 える前提 と して、 「第一次意見」の基本的考 え

方 と して示 され た。

①障害者が「権利の主体」としての社会の一員であること

②「差別」のない社会づくり

③「社会モデル」的観点からの新たな位置付け

④「地域生活」を可能とする支援

⑤「共生社会」の実現

を確認する必要があるとともに、改正が予定されている新たな「目

的」や「基本的理念」等との整合性を確保することが重要である。と

くに「社会モデル」的観点から新たな指針が示されるべきであり、障

害のある女性などに対する複合的差別による格差や障害種別による制

度的な格差に着目し、障害者の生活実態を踏まえること、さらに「地

域生活」を可能とする支援に向けた施策であることが、方針の基本的

な要素として組み込まれるべきである。
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以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

障害者に関する施策は、障害者の自立及び社会参加を困難にする

社会的な要因を除去する観点から、障害者の性別、年齢、障害の状

態及び生活の実態に応 じて、関係機関の効果的な連携のもとで、総

合的に策定され、実施されること。

・ 障害者に関する施策は、障害の種類や程度をベースとしながら

も、障害者の選択 した生活形態や環境において「社会モデル」的視

点から何が必要な支援であるかの判断がなされるべきであるとこ

ろ、障害種別の違いにより、支援が受けられないなどの制度的な格

差が生ずることのないよう実施される必要があるとともに、障害者

の選択 と自己決定 (支 援された自己決定を含む)が十分に尊重され、

障害者が地
′
域において、+1度 の谷間を生むことがなく切れ目のない

支援を受けながら自立 した地域生活を営むことができるよう配慮

されなければならないこと。

日 障害者に関する施策は、その施策の策定と実施のプロセスに可能

な限 り障害者その他の関係者が参画 して意見を述べ、当該意見が尊

重されること。

口 障害者 に関す る施策は、障害者の生活実態に関す る調査 を踏まえ

て策定 され実施 され ること。

(基本法改正 に当た つて政府 に求める意見 )

○ (P)

11)そ の他

(推進会議 の認識 )

【障害者基本計画等】

国及び地方公共団体は、障害者に関する施策を総合的かつ計画的に

推進することにより障害者基本法の目的を達成するため、障害者及び

関係者の参画を得て、障害者のための施策に関する基本的な計画を策

定するべきである。    1

【法制上の措置等】

国は、障害者基本法の目的を達成するために、差別禁止法制を含む

必要な法制上、及び財政上の措置を講ずるべきである。
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|【 年、次報告】                         |
1 政府は、障害者の置かれた状況、及び障害者のために講 じた施策の

|

1概 況に関する報告書を、毎年、国会に提出するべきである。     |
(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)              ・

3.基 本的施策関係

1)地域生活支援

(推進会議の認識 )

基本理念で述べたとおり、基本法において地域社会で生活する権利

を確認 し、その実現に向けた施策の具体化のための措置を取るべき旨

を規定することが求められるが、権利の実現に向けた地域生活支援に

ついて、以下の諸点が基本事項として議論された。

【支援の対象】

支援を必要とする障害者に制度の谷間を作らないようにすべきであ

る。具体的には、障害者手帳の有無にかかわらず、対象として明確で

なからた発達障害、高次脳機能障害、難病やてんかん等により支援の

必要な状態にある人、乳幼児の段階でいまだ障害が確定 しえないが支

援の必要な状態にある子 どもなども支援の対象から除外された り、申

請の段階で締め出された りすることがないようにすべきである。

【支給決定の仕組み】

必要 とする支援の内容と程度の判断は、ADL(日 常生活動作)等
を中心とした医学モデルに基づ く障害程度区分に法定のサー ビスを連

動させるというシステムではなく、障害の種類や程度をベースとしな

が らも、障害者の選択 した生活形態や環境において「社会モデル」的

視点から何が必要な支援であるかの判断がなされるべきであり、本人

の意思を前提とした協議と調整のプロセスが用意されるべきである。

【支援の内容とあり方】

自立に向けた支援である以上、一般就労や教育の場面など、社会―

般で通常行われている社会生活全般にわたって支援が提供されるべき

であり、サー ビスメニユーもそれに即 したものであることが求められ

るとともに、社会参加や日常生活の場面が切 り替わっても切れ目のな

い形で提供されることが求められる。

【地域移行】
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いかなる障害者 も通常の生活形態が保障 され るべ きであ り、家庭か

ら分離 され、見 も知 らぬ他人 との共同生活 を強 い られ、地域社会 にお

ける社会的体験の機会を奪われるいわれはない。障害者に対する支援

は、本来、通常の生活形態を前提として組み立てられるべきである。

しか しなが ら、地域社会で生活する選択肢が用意されないまま、今

も多くの障害者が施設や病院で長年にわたつて生活 している。

したがって、施設や病院から地域への移行が進められなければなら

ないが、地域移行に当たつては、介助や見守 り、医療サー ビスなど、

施設や病院の中で行われている諸機能を通常の生活形態、若 しくは、

よりそれに近いグループホームやケアホームでの生活を前提とした形

に転換 し、 24時 間介助を含む地域移行のための選択肢を用意 しなけ

ればならない。

【利用者負担】

支援を受ける際の費用に関 して、応益負担の原則は廃止 し、仮に負

担が求められる場合であつても応能負担を原則とするべきである。

以上 を踏 まえ‐、基本法 には次の観点を盛 り込むべ きである。

障害者の生活を支える支援は、障害者手帳の有無にかかわ らず、

支援を必要 とするあらゆる障害者に提供されること。

支援の支給決定に当たってはt本人の選択 しようとする生活に困

難をもたらす障壁を除去するために必要な支援を本人との協議調整

を経る仕組みとすること。

支援は、従来の福祉施策の分野 にとどま らず、学校、職場、その

他社会参加 の分野 においても適切な形で、 しか も、切れ 目のない形

で提供 され る こと。

地域移行 に向け て、グルー プホームやケアホームにおける生活支

援や 24時 間介助 な どの地域社会 における生活 を可能 とする支援体

制が確保 され ること。

利用者負担 に関 して、仮に負担が求め られ る場合でも応能負担 を

原則 とす る こと。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)
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2)労働及び雇用

(推進会議の認識 )

【労働施策と福祉施策の一体的展開による労働の権利の保障】
二般就労において、障害者の就業率や賃金などの労働条件は、障害

のない者と比べかな り劣悪である。二方、福祉的就労においては労働

の実態があるにもかかわらず、多くの障害者が一般労働法規の対象外

とされ、通常の労働条件を確保する展望もない状況に置かれている。

こうした現状を改善するためには、現在は分立 している労働施策と

福祉施策を∵体的に展開できる仕組みを創設 し、必要な支援によつて

労働能力が十分に発揮され、働 くことを希望する障害者が可能な限 り

働 く場から排除されることなく二般労働法規の対象となるようにすべ

きである。これにより、労働者としての権利が保障され、公正かつ良

好な労働条件、安全かつ健康的な作業条件、人権侵害を含む苦情に対

する救済制度、の下で、障害者が安心 して働 くことができるようにする

必要がある。

併せて、生計を維持するための賃金補填などによって所得が保障され

るようt適切な措置が講 じられるべきである6

【合理的配慮等の提供による雇用及び労働の質の向上】

障害の種類、程度にかかわらず、働 くことを希望するすべての障害

者が差別されることなく障害のない者と平等に就職、職の維持や昇進、

復職などができるよう、職場において事業所から適切な合理的配慮が

行われる必要がある。

また、労働能力を向上させるために必要な支援 (職 業生活を維持、

向上するための人的、物的及び経済的支援や生活支援、通勤支援を含

む。)が行われることが必要であり、これにより、障害者の労働意欲や

労働能力の向上を通 じて、障害者の雇用及び労働の質を高めていくベ

きである

【雇用義務の対象拡大】

現在は、障害者雇用義務の対象は身体障害者と知的障害者に限定さ

れているが、その対象を、精神障害者を含むあらゆる種類の障害者に

拡大するべきである。

【一般の職業紹介サニ ビス等の利用】

障害者が障害のない者と平等に労働及び雇用に参加できるよう二一

ズに応 じた適切な職業紹介サー ビス等の提供を確保するには、限られ

た特定の機関で提供される障害者を対象とした特別な職業紹介サー ビ

ス等だけではな く、身近にある一般市民を対象とした通常の職業紹介

サー ビス等が障害者にとつてインクルーシブでアクセシブルでなけれ
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ばならない。

【多様な就業の場の創出及び必要な仕事の確保】

障害者が自由に選択 し、又は納得できる労働につけるよう、企業や

公共機関での雇用に加え、自営・起業、社会的事業所や協同組合での

就業、並びに在宅就労等を含む、多様な就業の場が創出されると共に、

そこで就業する障害者が生計 を立てうる適切な仕事を安定確保するた

めの仕組みが整備されなければならない。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

口 労働施策と福祉施策を一体的に展開することにより、可能なかぎ

り障害者が障害のない者と平等に一般労働法規の適用が受けられる

ようにするとともに、賃金の確保などのために必要な支援を受けら

れるようにすること。

働 く場での合理的配慮、労働意欲や労働能力を向上 させ るために

必要な支援 を受け られ るよ うにす ることによ り、障害者の雇用及び

労働の質の向上 を図 ること。

障害者雇用義務の対象 を知的障害、身体障害か ら、他 の あ らゆる

障害に拡大す ること。

障害者が障害のない者 と平等に、職業紹介等のサー ビス を利用で

きるようにす ること。

障害者 に対 し、障害のない者 と平等に多様 な就業の場が整備 され、

また生計 を立て うる適切な仕事が安定的に確保 され ること。

(基 本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

3)教 育

(推進会議の認識 )

日本における障害者に対する公教育は特別支援教育によって行われ

ており、法制度として就学先決定にあたっては、基準に該当する障害

のある子どもは特別支援学校に就学する原則分離別学の仕組みになつ

ている。障害者権和l条約は、障害のある子どもとない子どもが共に教
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育を受けるインクルーシブ教育制度の構築を求めており、こうした観

点か ら、現状を改善するために以下を実施することが必要である。

【地域における就学と合理的配慮の確保】         .1
障害のある子どもは、障害のない子どもと同様に地域の小 日中学校

に就学 し、かつ通常の学級に在籍することを原則とし、本人・保護者

が望む場合に加え、ろう者、難聴者又は盲ろう者にとつて最も適切な

言語やコミュニケーションの環境を必要とする場合には、特別支援学

校に就学 し、又は特別支援学級に在籍することができる制度へと改め

るべきである。

障害のある子どもが小 ,中 学校等 (と りわけ通常の学級)に 就学 し

た場合に、合理的配慮が提供されなければならない。当該学校の設置

者は、追加的な教職員配置や施設・設備の整備等の条件整備を行うた

めに計画的に必要な措置を講ずるべきである。

【学校教育における多様なコミュニケーション手段の保障】

手話 口点字 L要約筆記等による教育、発達障害t知 的障害等の子ど

もの特性に応 じた教育を実現するため、ろう者を含む手話に通 じた教

員や視覚障害者を含む点字に通 じた教員、手話通訳者、要約筆記者等

の確保や、教員の専門性向上に必要な措置を講ずるべきである:

さらに、教育現場において、あらゆる障害の特性に応 じたコミュニ

ケーション手段を確保するため、教育方法の工夫 ‐改善等必要な措置

を講ずるべきである。

【交流及び共同学習】       :             |
交流及び共同学習には、様々

`な
形態がある。Onlぇ ば、特別支援学校 |

と小・中学校等の間で行う学校間交流、特別支援学級と通常学級との
|

学校内での交流、居住地の学校で行う居住地校交流、地域の人々との
|

地域交流等があり、それぞれ、直接一緒 |こ 活動する直接交流と、手紙
|

や ビデオテープの交換等を介 して行う間接交流がある。       |
しか し、学校間交流は年に数回であることが多く、直接交流が可能

|

となつても移動の際に親が付き添いを求められるなど等、多くの課題 |

がある。交流及び共同学習は分けられた教育環境が前提となるため、
|

原貝J分離の教育のままでは障害者権利条約で規定 しているインクルー |

シブ教育は実現 しない。地域社会の二員となる教育の在 り方という観 |

点か ら見直されるべきである。                 |
|

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。    |
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・ 障害の ある子 ども

る ことを原則 とす る

最 も適切 な言語や コ

校 ・学級 を選択でき

とない子どもが、同じ場で共に学ぶことができ |

とともに、本人 口保護者が望む場合に加えて、

ミュニケーションを習得するために特別
｀
支援学

るようにすること。

本人 口保護者の意に反 して、地域社会での学びの機会を奪われる

ことのないようにすること。   ‐

学校設置者は合理的配慮を提供すること。

・  子 ども同士 のつなが りを障害のない子 どもと

交流及び共同学習の実施方法 を見直す こと。

同程度にす るよ うに

(基本法改正に当たつて政府に求める意見)

〇 (P)

4)健康、医療

(推進会議の認識 )

障害者権利条約の考え方を踏まえ、すべての障害者が可能な限 り最

高水準の健康を享受し、その尊厳にら、さわ しい生活を営むことができ

るよう、障害に基づ く差別なしに必要な医療が
´
自らの選択によつて受

けられるようにすべきであり、医療提供に当たつては、人権の尊重が

徹底されなければならない。

こうした医療の提供は、地域生活を支援する必要なサー ビスの提供

と相互に連携 してなされなければならない。

【地域生活を可能とする医療の提供】

障害者が安心 して地域社会で生活を営むことができるためには、ま

ずは、障害に基づく医療拒否等の差別が禁止されなければならない。

また、医療及び医療的ケアの必要性が高い重症心身障害者等が地域

社会での日常生活を営むためには、医療及び医療的ケア (た ん吸引、

経管栄養等)が 日常生活、社会生活の場において円滑に提供されなけ

ればならず、そのための体制確保が必須である。

さらには、日常生活における医療的ケアが、介助者等にも開放され

るなど、地域生活のために必要な行為として制度的に保障されるべき

である。

【難病等の疾患に対する適切なサービス提供′及び調査研究の推進】
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難病、その他希少疾患等の疾患については、本人、家族や周囲の者

はもとより、医療関係者においても適切かつ十分な理解がなされてお

らず、これ らの疾患に対 して早期になすべき対応に遅れが出た り、適

切な医療が提供されなかったり、地域社会で生活するうえで必要とな

る生活支援のためのサー ビスがない場合もある。

そこで、これ らの疾患により支援の必要な状態にある人に対 して、
‐

医療面での対応 として、身近なところで専門性のある医療サー ビスを

受けることができる環境整備を進めるとともに、地域社会で生活する

うえでの困難に対 してtそ の生活を支援するためのサー ビスが提供さ

れなければならない。        |    ‐  `
さらに、障害の原因となるこれらの疾患等の予防や治療に関する調

査及び研究を推進することが必要である。

以上 を踏 まえ、基本法 には次の観点を盛 り込むべ きである。

・ 障害に基づ く差別な しに必要 な医療が 自らの選択によって受けら

れ ること。

口 医療及 び医療的ケアの必要性が高 い重度心身障害者等が地域社会

で 自立 した生活 を営む ことができるよう、 日常生活、社会生活の場

において必要 な医療や生活支援サー ビスが提供 され ること。

口 日常生活 における医療的ケアが、介助者等によって も行 える体制

の整備が な されること。難病その他の疾患等によ り支援の必要な状

態 にある人 には、身近な ところで専門性のある医療が提供 され ると

ともに、地域社会で 自立 した生活 を営むために必要なサー ビスが提

供 され る こと。

日 難病等の疾患についての調査研究の推進がな され ること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

O(P)

5)障害原因の予防

(推進会議の認識 )

「障害の予防」とい う表現 には、「障害 はあってはな らず、治療 しな |

けれ ばな らないもの」 とい う否定的な障害観が反映 されて いる反面、
|

障害 の悪化 を防 ぐことや、健康維持 と適切な保健サー ビスの提供 とい |
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とることも可能である。

このようにこれまでの早期発見、早期治療による「障害の予防」に

かかわる施策の背景として、①優生思想に基づく障害を否定する考え

方、②健康維持と予防医学の観点から障害の原因となる傷病の発生予

防や早期発見及び早期治療を推進する考え方、③障害の原因となる難

病等の予防及び治療に関する調査及び研究を推進する考えがあり、「障

害の予防」という言葉をめぐって関係者の間で見解の相違が生じてい

たものと思われる。

早期発見及び早期治療が優生思想や否定的な障害観に基づいて行わ

れることなく、誰もが適切な保健 口医療サービスを安心して受けられ

るようにしていかなければならない。

【「障害の予防」に対す る基本的考 え方】

そ こで、障害の原 因 となる傷病や疾病に対す る予防対策は、障害者

施策 と してではな く、一般公衆衛生施策の中で行われていることか ら、

「障害は不幸 である」 といつた差別や偏見 を与 えかね ない「障害の予

防」 とい う表現 は避 けるべ きである。

必要な情報提供の下で快適 な生活 を送 るための健康の増進 に不可欠

な条件整備の一環 と して、疾病等の発生原因解明のための基礎研究、

治療法の開発 口改善 に係 る臨床研究に対 して積極的な対策を講ず るベ

きで ある。     |

【「障害の原因」の予防 と早期発見、早期支援】

どのよ うな障害が あつても地域社会の中で育 ち、学 び、生活 し、働

くといった地域生活 を実現 してい くためにも、障害の原因 となる疾病

等が早期発見 され る ことによつて、それ以前の生活が脅か され ること

な く、他の者 と同 じ地域社会 で生活 を送 りなが ら、早期の段階か ら必

要な支援 を得 る ことがで きる体制づ くりが重要で ある。

以上 を踏 まえ、基本法 には次の観 点を盛 り込むべ きである。

J 「障害の予防」 とい う表現 は使用 しないこと。

・ 障害の原因 となる疾病に対す る予防対策は、一般公衆衛生施策の

中で位置付けられて行われること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)
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6)精神障害者に係る地域移行の促進と医療における適正手続の確保

(推進会議の認識 )

障害者施策のなかでも、従来の精神障害者施策においては、保護と
|

収容に重きが置かれてきたことを背景として、いわゆる「社会的入院」|

患者が推定で7万人いると言われる状況が存続している。      |
また、精神障害者の非自発的入院1子 関する写行制度は1措置入院: |

医療保護入院等の入院形態や「保護者制度」も含め、自由を剥奪する
|

ことなく本人の自己決定権を尊重すべきであることや家族の負担の軽
|

減等の観点か ら大きな問題を含んでいる。

精神障害者施策をめ ぐるこうした諸課題め解決にはt退院促進や地
|

域生活支援のザー ビスが有機的に連携 して提供され、社会的入院を解 |

消 して地域社会で生活するこ,と が基本となるよう、現状か らの移イテの
|

道筋が示されなければならない。                |
同時に、自らの選択により医療を受けることが基本であることを再

|

確認 し、制度上の問題を多く含んでいる現行の精神保健福祉法を抜本
|

的に改正 して、非自発的な医療が提供される場合には適正な手続が確 |

保されるようにする必要がある。                 |

【地域生活へ の移行 を促 し社会的入院 を解消 して い くための施策】

長期間にわ た り病院の開鎖 された空間での生活 を強 い られてきた精

神障害者が地域社会 での 自立 した生活べ と移行す ることを支援 し、地

域社会へのイ ンクルー ジ ョンを実現 して い くため、住居の確保 ととも

に、地域生活 における不安や困難に対す る常時利用可能な相談支援、

必要 な地域保健 サー ビスの提供 を含む生活基盤確保のための施策 を展

開 してい く必要が ある。

このためには、各個人に対 し住居の確保、社会適応訓練 な どを含む

地域移行 を促す計画的な支援 とともに、就学 ・就労の支援、調子 を崩

した ときな どに利用できる場の確保、支援 に携わ る人材の育成な どを、

必要な財政措置 を伴 つて進めることが不可欠で ある。

ごれ らの推進 に当た つては、「医学モデル」に偏す る ことな く、「社

会モデル」的視 点か ら何が必要かの判断ができる資質 を備 えた人材 に

よ り支援が行われ ることが必要である。

【非自発的医療に係る人権尊重の観点からの適正手続の確保等】

精神障害者に係る非自発的な入院や医療上の処遇についでは、人権

の尊重を徹底する観点から、適正な手続を確保することが不可欠であ

る。特に、以下の点が重要である。
日 非自発的な入院、隔離拘束等が行われる場合に、障害者権利条約
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を踏まえ、人権尊重の観点から、具体的な適正手続の在り方を明確 |

化するとともに、第二者機関による監視等を含め、現行制度を大幅
|

に見直し新たな仕組みが検討されること。           |
医療保護入院に係る同意を含む現行の「保護者制度」の問題点を

|

解消していくことが必要である。このため、自らの判断と選択によ |

る医療の利用が基本であることを確認するとともに、非自発的な(本 |

人の意に反 した又は本人の意思を確認することができない状態にお

ける)入院の際、現行の医療保護入院等の仕組みに代わ り、公的機

関の役割を含めた新たな仕組みが検討されること。
・ 精神医療の質を向上させ、T般 医療 との制度上の格差を解消する

とと,も に、入院ニーズを十分に精査 した上での必要最低限かつ適正

な数の精神病床と、人権への理解を含め高い資質を備えた十分な数

の従事者による医療サービス提供体制が確保されること。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

精神障害者が不必要 な病院への隔離・収容 を受 けることな く、地

域社会 において必要 な支援 を受 けなが ら自立 した生活 を営む権利が

あることが確認 され ること。               、

・ 自らの判断と選択による精神医療の利用が基本であることが確認

されるとともに、例外的に非自発的な医療が行われる場合には、厳

密で適正な手続が確保されることb

・ 精神医療と一般医療との制度上の格差解消が図られることを含め、

精神医療の質の向上と適切な体制の確保が図られること。

(基本法改正に当たって政府に求める意見 )

○ (p)

7)障害児支援

(推進会議の認識 )

【障害児の他の児童との平等の確保】

障害のある子 どもは、障害のない子どもと等 しく、すべての権利が

保障されるべきである。生命、生存、及び成長の権利が保障されると

共に、医療、福祉、教育について、同年齢の子どもと同じ権利が保障

されるべきである。子ども期においては、特に、遊びや余暇について、

同年齢の子どもと同等に楽しむことができるよう、障害に基づいて不
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利益な取扱いが生じないようにしなければならない。

【障害児にとつての最善の利益】

障害児にかかわる判断や決定においては、最善の利益が考慮されな

ければならない。その際に、1障害児の父母、又は親権者が第一義的責

任 と権限をもち、障害のない子どもと同 じように尊厳 と成長が保障さ

れるよう、障害児の基本的人権が保障されなければならない。

【障害児の意見表明をする権利】

障害児は、障害及び年齢に適した支援を活用 しつつ、自己にかかわ

る事柄について自由に意見を表明する権利をもち、その表明された意

見が障害のない子どもの意見と同等に、すべての関係者において、考

慮されなければならない。障害児の意見表明における意見には、明示

された意見のほか、子どもの意思や感情の動きを含めるべきであり、

国及び地方公共団体は、意見表明権を保障するため、それらを的確に

読み取ることができる体制や環境を整備 しなければならい。

【障害児及び家族への支援】

乳幼児期の障害児については、早期に適切な支援を得られなければ

後に障害をもつ可能性が高い子どもを含め、機能障害の存在が確定で

きない段階から継続的で、可能な限り無償の支援が子 どもとその家族

に対 して講 じられるべきである。

家族への支援では、障害児が家族の一員として尊重されるように提

供されるべきであるが、家族による養育が困難な場合であつても、親

族や家族に代わるような代替的な監護を提供する環境が保障されるベ

きであり、障害に基づいて家族や地域社会か ら隔離されないように配

慮されなければ ならない。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

障害児は、障害のない子どもと等 しく、すべての権利が保障され

ること。

菫 障害児 は、意見 を表明す るための支援 を受 けつつ、 自己にかかわ

る事項につ いて意見 を表明す る権利が あ り、表明 された意見 はすべ

ての関係者 によって考慮 され ること。

= 障害児にかかわ る判断や決定について、第 1次 的責任 と権限 を有
|

す る保護者及び親権者 は、障害児が表明 した意見 を最大限尊重 して、|
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その判断をなすべきであること。|

障害に基づいて家族や地域社会から隔離されたり、

扱い受けずに、一人の子どもとして尊重されるよう、

の家族に対する支援を講ずること。

不利益な取り

障害児及びそ

(基本法改正に当たうて政府に求める意見 )

○ (P)

8)相‐
談等

(推進会議の認識 )

障害者 に とつて、乳幼時やその後の人生の節 目において、また医療、

就労等 を含 む生活の様 々な分野に関 し相談 できる体制があることが重

要 で ある。 しか し、 どこに、 どのような相談機関が あるのか を探す こ

とか らは じめなければならず、ようや く相談が始まっても高圧的な対

応をされた り、必要なコミユニケーション手段がないばか りに必要な

情報を得 られずに放置されてしまう等の経験をもつ障害者は多い。

【身近な地域での相談等】

そこで、まず、地域の身近な場所で、いつでも対応できる相談の体

制づ くりが求められる。相談機関相互の連携だけでなく、様々な相談

を受け止め、相談分野を限定 しないいわゆるワン ロス トップ ロステー

ションを含め障害者の権利を尊重 しつつ、相談内容を解決できる相談

体制が必要である。

【相談におけるコミュニケーションの確保】

相談において、手話、点字、要約筆記、指点字等を含む多様なコミ

ュニケーション手段を障害者の求めに応 じて確保 しなければ、相談自

体ができないことになるので、多様なコミュニケ下シヨン手段を提供

する体制を確保すべきである。

【障害当事者による相談活動】

障害当事者が、障害者自身の尊厳を回復 し、自己の権利を理解 し、

自己決定できるよう、障害当事者が相談ヽ活動を担 ういわゆるピア ロカ

ウンセ リングを相談等に積極的に活用 し、促進する必要がある。

【相談者の研修】

相談を効果的に実施するためには、相談業務にかかわる者の資質が
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大 き く問われ る。

そ こで、 まず、障害 を正 し く理解でき、適切に相談業務が担 えるよ

う、研修 を充実す るべ きである。

また、障害者が尊厳を回復 し、権利を主張できるよう、相談を担う

者の知識や技能を高めることが求められる。

さらに、障害者に対する差別に関する知識、障害のある女性、子ど

も、重度障害者が複合的な差別を受ける立場にあることについての理

解等1人権について研修が実施 されるべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

=障 害者が利用 しやすい身近な場で、いつでも相談を利用できる体

制を整備 し、相談の場面では、障害者の求めに応 じ必要なコミュニ

ケーション手段を提供すること。

口 障害者自身が相談業務を担う機会を増やすこと。

1 相談業務を担う者に対 し、障害についての知識t障害者 |三 対する

差別に関する知識、障害の|あ る女性、子ども、重度障害者が複合的

な差別を受ける立場にあることについての理解等、人権について研

修を行 うことき

(基 本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

9)住宅

(推進会議の認識 )

日本ではいまだに多くの障害者が施設や精神科病院での暮 らしを余

儀な くされている。また地域社会で暮らす障害者にとつても、住居の

確保にさまざまな困難を抱えている。  |
そこで、国又は地方公共団体は、特定の生活様式を強いられること

な く、何処で、誰と住むかについての選択ができる障害者の地域社会

で暮 らす権利を促進するため、下記の諸点を含む計画的な住宅の確保

のための措置を取るべきである。

【公営住宅利用における課題】                 |
障害者にとつて利用 しやすい公営住宅の提供は、十分になされてい

|

るとは言えない。障害に配慮 したアクセシブルな住宅の提供は、限ら
|
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れている。市街地から離れた場所に建設される公営住宅は、公共交通
|

機関等を利用 しにくい場合、社会参加がtll限 される。公営住宅法施行

令には重度障害者の単身入居について一定の条件 を附 したいわゆる

「相対的欠格条項」があり、単身入居が制限されている。

このよう1な 状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 公営住宅が地域生活を可能にし、地域移行を促進するための基盤

の一つとしての役割を果たし得るものであることから、バリアフリ

ーの観点から障害に配慮した公営住宅の数を増やすだけでなく、ユ

ニバーサルデザインの観点から、すべての建物が障害者や高齢者が

利用できる公営住宅の整備を計画的に取り組む。特に、障害者の単

身者用の公営住宅の整備を促進する。

L 公言住宅の申し込みに当たり、常時介助が必要な障害者であつて

も入居資格に条件を付されることなく、単身で入居申込みができる

制度にする。
【国土交通省】

【民間賃貸住宅利用における課題】

障害者が民間賃貸住宅を利用する際に、申込者又は同居予定者が障

害者であること、バ リア (障 壁)を 除去するための改造が必要である

こと、退出時の原状回復が困難であること等を理由に、入居拒否され

る等 の トラブルが生 じている。

この よ うな状況 を改善す るため、以下 を実施すべ きである。

障害者の利用 しやすい民間住宅の建築を促進するため、バ リアフ

リー化が進んだ良質な住宅建設に対 し、補助金や金利優遇措置等を

講ずるとともにtバ リアフリー改修工事に係る費用助成等の施策も

促進する。

公的な家賃債務保証制度は、基本約定締結の対象戸数に比べ保証

引受件数が少ないことから、利用者に対する制度の周知を図るとと

もに、利用 しやすい仕組みづ くりの在 り方を検討 し、より利用 しや

すい債務保証制度となるように必要な措置を講ずる。

住宅セーフティネッ ト法に基づき居住支援協議会 (地 方公共団体

や関係事業者t居住支援団体等で構成)を 組織することができるが、

有効に活用されていない実態を踏まえ、必要な支援を講ずる。

民間賃貸住宅への円滑な入居 を促進す ると
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込み拒絶等、民間賃貸住宅の利用に当たり生じる問題において、差

別問題が発生しないよう当面対応可能な必要な措置を取りつつtそ

の解決の仕組みの在 り方について、差別禁止部会での議論を踏まえ、

引き続き推進会議においても検討を進める。

【国土交通省】

【グループホニム、ケアホームに関する課題】
`

グループホーム、ケアホームは、施設からの地域移行や保護者に依

存 した生活か ら自立するための多様な住まいの一つの形態としての役

割を担っている。

しか しながら、グループホーム等の建設に当たり、周辺住民からの

反対がおき、中断されることがある6障害者が入居する時に限つて、

地方自治体によつては法律上の根拠がないにもかかわらず事業の実施

主体に地域住民から建設の了解を取るように求める場合もあり、これ

については障害者に対 してだけ特別な条件を課すものではないかとの

指摘もある。グループホーム等を建設するに際 して、建築基準法や消

防法の規制に対応できず、建築を断念せざるを得ない場合もある。

さらには、利用者に対 して、居宅支援サー ビスの利用ができるよう

にすべきとの要望がある。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 公営住宅をグルTプホーム等として利用が進むよう
・
必要な措置を

講ずる。 .             I 
【国土交通省】

=ロ グループホーム等にお
―
ける支援の在 り方について、居宅支援サー

ビス等も含め、居住者の二一ズに応 じた多様な支援が可能となるよ

う、引き続き総合福祉部会で検討する。

・ グループホーム等の建設に当たつて、建築基準法や消防法の基準

を満たす上で必要となる設備等に対する必要な支援を講ずるととも

に、既存の集合住宅等を利用 した棟を―に しない形のグループホー

ム等の形態について、総合福祉部会における議論も踏まえつつ必要

な措置を講ずる。

ロ グル‐プホーム等の建設に際 し、地域住民との間に生 じた トラブ

ルについては、差別禁止部会における議論も踏まえつつ、紛争を調

整する仕組みの構築等必要な措置を講ずる。

【厚生労働省】
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以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

障害者の地域社会での生活を可能とするため、公営住宅施策にお

いては、障害者の地域移行を促進 し、また重度の障害者も含め、障

害者の居住に適 した住宅の提供という観点から計画的に整備 し、民

間住宅政策においては、民間賃貸住宅への入居の円滑化を促進する

とともに、居住可能な住宅建設や容易に利用するうえで必要となる

支援の措置を取るという観点から、総合的な住宅施策をとること。

(政 府 に求め る今後の取組に関す る意見 )

○ (P)

(基本法改正 に当た つて政府 に求める意見 )

○ (P)

10)ユ ニバーサルデザイン

(推進会議の問題認識 )

私たちの 日常生活や社会生活は、障害者 には利用できない商 品やサ

ー ビス、様 々な社会環境に囲まれている と言 つても過言ではない。

例 えば、
.視

覚障害のある人が、買い物や レス トランに行 くために、

お金 を引き出そ うと しても、銀行の ATMの タッチパネル を使 えない

し、駅の券売機 も同 じように使 えない。 ドラ ッグス トアで風邪薬 を買

って も効能書 きは点訳化 されてお らず、同時に買つた胃薬 も似たよ う

な容器であれ ば、嵐邪薬 との違 いも分か らない。 レス トランに入 つて

もメニュー はいちいち店員に全部読んで も らわなけれ ば、中身が分か

らない。図書館 で調べ物 を しよ うと して も、点訳 されている本 は、 ほ

んのわずか しかない。また、 多機能 トイ レは誰に とつて も使 いやす い

ものにな つている反面、その分利用者が増 え、本 当に必要な人が必要

な時に使 えな くな っているのではないか とい う指摘 もある。

このように、障害者は日常生活において様々な不自由を感 じている

ことから、障害者があらゆる分野において社会から分け隔てられるこ

となく

'日
常生活や社会生活を営むことができるように、ユニバニサ

ルデザインの普及が不可欠である。

そ して、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な

範囲ですべての人が使用することのできるというユニバニサルデザイ

ンの考え方が、単に製品だけでなく、広 く、環境、計画及びサー ビス

の設計などについても、同じくなされなければならない。
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そのためには、ユニバーサルデザインに基づく製品、環境、計画及

びサー ビスの設計がなされるための、研究開発における具体的な指針

やガイ ドラインの策定、財政的支援、計画的普及のための措置を含む

体制の整備を図ることが必要である。

さらに、ユニバーサルデザインの普及とともに、障害者の補装具な

ど、そもそも特定の二,一 ズに応 じることが求められるものや、障害者

の日常生活や社会生活にとって障壁となるものを除去するためのバリ

アフリ下のための措置も、同時に講 じられなければならない。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 製品、環境、計画及びサー ビスの設計などに当たつては、可能な

限 りすべての人が利用できるようにするというユニバーサルデザイ

ンの理念が、施策に反映されるようにすること。 =

・ その際には、可能な限 り障害当事者が参画 し、その意見を踏まえ

たものとすること。

(基本法改正 に当た って政府 に求め る意見 )

○ (P)

11)公 共的施設のパ リア フ リー化

(推進会議の認識 )

1 障害者が、必要に応 じて、公共的施設、交通機関等 を円滑に利用で

|き るようにすることは、あらゆる権利行使の前提であり、障害者の日

1常 生活又は社会生活を営むうえで欠かす ことのできない切実な課題で

|あ る。

【国及び地方公共団体の責務 と地域間格差の解消】

公共的施設のバ リア フ リー においては、一定の進展はみ られ るもの

の、地方においては、バ リア フ リー新法の対象 となる規模 以上の建築

物 や施設等が大都市 よ りも少 ないため、結果 と して地方 にお ける整備

が進んでいない現状が ある。

今後の交通基本法 の法案内容 を視野 に入れなが らも、バ リア フ リー

新法 には責務の主体 と して 「国」、「地方公共団体」及び 「公共的施設

を設置す る事業者」が明記 されていることに留意 し、地方における公

共施設や交通機 関等のバ リア フ リー整備 の遅れ を解消す る ことが必要 |

である。そして、地域間格差の解消のため、整備対象施設の更なる範 |
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1国 の拡大も含めた効果的な方策が実施されなければならない。

|【 交通計画又は市町村の基本構想策定に必要な視点】

現在、検討 されている交通基本法 との関連 を踏まえ、国及び地方公

共団体による交通計画の策定やバ リア フ リー新法 に基づ く市町村の移

動等 円滑化基本構想の作成 口改定にあた っては、利用や移動が困難な

障害者の参画 を図 り、その意見 を尊重す ることが必要である。

【合理的配慮の位置 づけ】  「

国 は、公共的施設、交通機関等のバ リア フ リー化における最低基準

を示 して基盤整備 を行 うているところであるが、その最低基準 による

基盤整備 を してもなお、障害者の障害特性等 によって利用や移動に制

約が残 る個別的事案が生 じた場合 には、事業者が合理的配慮の提供 を

適切 に行 うことがで きるよ う、国及び地方公共団体は、必要 な技術的

又 は財政的支援 を講ず る ことが必要 である。

また、公共的施設や交通機関等の利用や移動における差別事案の解

決の在 り方 については、差別禁上部会での議論 を踏まえ、引き続 き推

進会議においても検討 を進める。

以上 を踏 まえ、基本法 には次の観点を盛 り込むべ きである。

口 国及び地方公共団体 は、地域間格差の実情 を踏まえ、地方 におけ

る公共施設や交通機関等のバ リアフ リー整備の促進 をよ リー層計画

的に推進す ること。

日 国及び地方公共 団体 における公共的施設、交通機 関等の整備 に関

す る計画の策定にあた つては、障害者の参画 と意見 を尊重 し、 当事

者 のニーズ を適切 に踏 まえた もの とす ること。

・ 国及び地方公共団体 は、合理的配慮 を確保す るために必要 な施策

を実施する こと。

(基本法改正に当た つて政府に求める意見 )

○ (P)

12)情報アクセス・ コミュニケTシ ョン保障

(推進会議の認識 )
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1 基本理念で述べた よ うに、 日常生活及び社会生活において、 多 くの

1障 害者が必要 な言語又はコ ミュニケー シ ョン手段 を使用す る ことに困

難を抱えているが そヾの問題の深刻さが省み られることは少なかつた。

それ故に、コミュニケーションに困難を抱える障害者が障害のない者

と等 しく人権が保障されるために必要な措置が取られなければならな

い。

【必要とする言語及び多様なコミュニケーション手段の利用】

国及び地方公共団体は、すべての障害者に情報へのアクセスとコミ

ュニケーションを権利として保障するため、障害者が必要とする言語

及びコミュニケニション手段の利用を可能にする支援の確保やそれに

かかわる人材の養成等t必要な措置を講ずるべきである。

【災害時及び緊急時の情報と必要な支援の提供】

国及び地方公共団体は、自然災害・人為による災害などの災害時や、

交通事故等の緊急時には、通常の生活に重大な支障が生 じる、又は生

命に危険が及ぶあらゆる現象に関する情報 と、.こ れ らの支障や影響を

回避するための情報を障害者に提供 しなければならない (発 生場所、

規模、内容、今後の動向、避難ルー ト、避難場所、避難先で得 られる

情報保障の内容 (手 話通訳者の有無等 )、 医療や配給等の情報、交通情

報など)。

また、こうした情報を一方的に伝えるだけではなく、災害時及び緊

急時に障害者 と連絡を取 り、必要な支援を把握、提供 しなければなら

右にい。

【情報提供 における障害者の参加】

電気通信及 び放送その他の情報の提供に係 る役務の提供並 びにコン

ピュニ ターな どの情報通信機器の製造等 を行 う事業者 は、役務の提供

並びに機器の製造等の プロセスにおいて障害者の意見 を聴取す る機会

を設 け、 もって障害者 の利用の便宜 を図 るべ きである。

以上 を踏まえ、基本法 には次の観点 を盛 り込むべ きである。

・ 国及び地方公共団体 は、情報へのアクセス とコ ミュニケニ シ ョン

を保障す るため、障害者が必要 とす る言語及びコ ミュニケー シ ョン

手段 を利用で きるよ う必要 な措置 を講ず るべ きであること。

・ 国及 び地方公共団体は、災害時において、障害の特性 に対応 した

伝達手段によ り救急連絡等の必要な支援 を障害者 に提供できるよ う
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必要 な施策 を講ずること。

国及び地方公共団体は、事業者が障害者に障害のない人と同等の

情報を提供できるよう、必要な施策を講ずること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

〇 (P)

13)文化 ロスポーツ

(推進会議の認識 )

1 自由にスポーツ・文化に参加 し、これに貢献 し、又は楽 しむこと、

|そ して、 レクリエーション ロ余暇等を楽 しむことは、障害の有無にか

|かわ らず、すべての人の権利である。 しか しながら、障害者はその機

1会 へのアクセスを欠き、排除されることもある。また、文化やスポー

ツは贅沢なものであり、障害者の享受には制限があつても仕方がない、

というような社会的通念もあるが、これ らは変えていかなければなら

ない。

現行の基本法には「障害者の文化的意欲を満た し、若 しくは障害者

に文化的意欲を起こさせ」とあるが、障害者は文化的意欲が乏 しいと

いう想定で支援 しなければならないとも受け取られかねない表現にな

つている。む しろ、障害者が文化・スポニツ等に参加、貢献する主体

であることを前提とした表現に改めるべきである。

【スポーツについて】                ・

障害者がスポーツを楽 しもうとする場合に、物理的バリアのため施

設を利用できない、精神障害を理由に施設の利用が拒否される、車椅

子利用であ、るために一般の市民マラソン大会への参加を拒否される等

の実態がある。

たとえば、スポーツヘの参加資格が問われない場合、又は参加資格
が必要ではあるが参加資格を満たす場合において、障害に基づいて参
加が拒否された り、合理的配慮の提供が当該競技の本質を害すること

がないにもかかわらず提供されないことで、参加ができないなどの差

別があってはならない。

また、国際 レベルの大会に出場できるアスリー トであつても海外等

で長期の遠征に行 く際に費用の問題や職場の理解を得られないなどの

ために、競技を断念せざるを得ないこともある。

しか しながら、障害の有無に関わ らず、スポーツに参加する機会は

平等に与えられるべきであり、障害のある人も障害のない人も共にス
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ポーツを観戦 したり、参加できるようにしなければならない。

このような観点から、以下を実施すべきである。

日 国又は地方公共団体は、障害者が差別なく、スポーツに参加でき

る機会を有することができるように、官民の施設整備やスポーツ大

会等の運営に当たつて合響的配慮が行われるようにするなど、必要

な環境整備を行い、障害者スポーツの振興を図る。
.

・ 国又は地方公共団体は、特に競技性の高い障害者スポーツについ

ては、競技スポニツとしてのT般への周知 口理解を広め、これを育

成するために必要な措置を講ずる。

・ 国又は地方公共団体は、障害者がスポーツに触れる機会を増や し、

スポーツを行う障害者の裾野を広げるために、障害者スポーツの指

導者の育成等必要な措置を講ずる。

【文部科学省・厚生労働省】

【文化等について】

障害者が文化、余暇、レクリエーション等を享受しようとする場合

に、物理的バ リアのため施設やその機会を利用できない、映画の字幕

など情報保障の欠如のために文化作品等を鑑賞できない、文化施設等

までの交通アクセスが整備されていない等の実態があるため、障害の

ある人が障害のない人と同等に文化、余暇、レクリエーション等を享

受できるようにする必要がある。また、障害者が芸術「文化活動等創

造的な分野で活動ができるような支援や環境整備も必要である。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 美術館や 博物館 における字幕や音声解説の普及、鑑賞 しやす い展

示方法の改善や劇場 での補聴援助 システム等の整備 などとともに、

国内の文イビ的に重要な記念物及び遺跡、歴史的建造物への障害者の

アクセスについて、どのような不都合が生 じているかについての実

態を把握 し、可能な限 り障害者の利用への配慮を行 うなど、鑑賞し

やすい環境整備が行われるように必要な支援を行う。

【文部科学省 口関係省庁】

|・ 第一次意見

I Dへ の字幕付

| れるように必

における情報バ リアフ リーの一環 と して、映画、 DV
与等について、障害のある人に対す る情報保障が行わ

要な環境整備 を図る。
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【関係省庁】

【スポニ~ツ
・文化等のいずれにもかかわる点IFつ いて】

障害者が障害のない人と同等にスポーツに参加 した り、観戦を楽 し

んだ り、又は、文化活動に参加 した り、文化等を享受するためには、

そもそもこれ らの機会にアクセスできなければならない。

このような観点から、以下を実施すべきである:

, 移動支援、身体介助、コミュニケ下シヨン支援などの福祉的支援

は障害者がスポーツ・文化等を享受するために不可欠であることか

らt平成 23年末を目途に総合福祉部会において進められている福祉

的支援の在 り方の検討に当たつては、こうした観点も踏まえた検討

を行う。

【厚生労働省】

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

障害者 は、文化、スポー ツ、 レク レー シ ョン、余暇に参加 し、 こ

れ に貢献 し、 これ らを楽 しむ権利が あることを確認す ること。

障害者 は文化的意欲が乏 しいので意欲 を喚起 させなけれ ばな らな

い との誤解 を招 きかねない現行の「障害者 に文化的意欲 を起 こさせ」

とい う表現 は用 いないことと し、障害者が文化 を創造 し、貢献す る

主体 であることを前提 に した表現 を用いること。

(政府 に求める今後の取組 に関す る意見 )

○ (P)

(基本法改正 に当た って政府 に求める意見 )

○ (P)

14)所 得保障

(推 進会議の認識 )

人の生活を賄う所得は一般的には就労による所得と年金や手当など

に大きく依存している。

しかし、障害者の場合、就労に関しては、障害者雇用促進法に基づ

く一般就労における法定雇用率自体が一度も守られたためしがなく、
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1働 く希望を有 している障害者に法制度自体が応えられていない現状が

|あ る。

また、障害者自立支援法に基づく、就労継続支援 B型 において得ら

れる工賃も月額 1万 3千 円程度である。
―さらに、障害基礎年金は、長年の労働による財産の蓄積が期待でき

ないにもかかわらず、保険方式を原則とする年金制度においては例外

的地位なるがゆえに、老齢基礎年金を基本とした給付設計となつてお

り、障害者の生活実態を踏まえた住宅にかかる費用や障害ゆえに追加

的に必要な費用を補填できる内容とはなつていない。

このような法制度の中で、障害者の所得の実態は、きわめて厳しい

状況に置かれている。例えば、 「́仕事あり」の比率において、障害男

女とも、それぞれ、男性全体、女性全体の半分以下である。また、単

身世帯での賃金、工賃、障害基礎年金、手当等も含む総収入を比較す

ると、障害男性の年収平均は、男性全体の半分以下の約 180万 円、

障害女性の年収平均は女性全体の 3分の 1程 度の約 92万 円となつて

いる  ( *) 2。

障害者 も含 めてすべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活 を営

む権利 を有す る ところ、以上の状況か らみ ると障害者が単 身で暮 らそ

うと しても、 日常生活に必要 な所得 を就労や年金 によることが困難な

状況 に置かれ て いることは明 白であ り、逆に言 えば、家族 に依存 した

生活 文は施設 や病院で暮 らさざるを得ない状況にある ことがわか る。

【公的年金制度改革における検討】

第一次意見にあるように、多くの障害者が国民一般の所得水準に達

していない現状を踏まえ、障害者が障害のない者と同等に地域社会で

自立 した生活を営むことができるよう政府において平成 25年常会に

法案提出を予定 している新たな年金制度創設に向けた議論と併せて、

障害者が地域社会において自立 した生活を営むために必要な所得保障

の在 り方について、給付水準と負担、並びに稼働所得 との調整の在 り

方を含めて検討を行うべきである。

基本法においては、地域社会で生活するに足 りる所得保障の一環と

して、稼働所得の実態を前提とする年金施策が取 り組まれるべき旨を

反映すべきである。

2『 障害者生活実態調査』 (勝 又幸子・他 2008『 障害者の所得保障 と自立支援背

策に関する調査研究 平成 17-19年 度調査報告書・平成 19年度総括研究報告書』

国立社会保障 。人 口問題研究所 )
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【無年金障害者の所得保障】

同 じく、第一次意見にあるように、国民年金制度の発展過程におい

て生 じた特別な事情等により、障害基礎年金の支給対象か ら除外され

ている無年金障害者 (20歳 以前の初診日認定ができない者、国籍条項

撤廃時 (1982(昭 和 57)年 )に 20歳 以上の在日外国人障害者等)が、

現在多数存在 している。

このような現状を受けて、学生無年金障害者等を福祉的措置によつ

て救済するために設けられた「特別障害給付金」の給付対象範囲の拡

大を含め、無年金障害者の困窮状態の改善を図る措置を早急に講ずる

べきである。       .
基本法においては、地域社会で生活するに足 りる所得保障の二環と

して、無年金障害者′の救済を含みうる形で、手当などの施策が取 り組

まれるよう反映されねばならない。

【経済的負担等の軽減】

住宅にかかる費用や障害ゆえに追加的に必要な費用等に関 して、国

及び地方公共団体は、障害者の地域社会で生活する権利を促進 し、そ

の自立を支援するために、障害者及び障害者を介助する親族等の経済

的負担の軽減を図らねばならない。

その中でも大きな問題として提起された障害福祉サー ビスにおける

利用者負担の問題は、自立支援医療も含めて、応益負担を廃止するこ

とを前提に、総合福祉部会の議論を踏まえて、利用にかかる負担の在

り方を引き続き検討 しなければならない。

また、現行の経済的負担の軽減を図るための税制上の措置について

は、その有効性を検討するべきである。

公共交通機関や公共的施設の利用料等の減免については、距離等の

制限を見直 して日常生活に有効に機能するよう是正に努める。

さらに、これ らの軽減措置において、障害種別に基づく格差はなく

さなければならない。

したがって、基本法においては、国及び地方公共団体は、障害者の

自立支援の観点から、障害の種別にかかわ りなく障害者及び障害者を

介助する親族の経済的負担の軽減を図るため、有効な税制上の措置、

日常的に必要な公共交通機関や公共的施設の利用料等の減免だけでな

く、日常生活又は社会生活上必要な住宅にかかる費用や障害ゆえに追

加的に必要な費用に関しても軽減措置を図るべき旨を反映すべきであ

る。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。
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菫 地域社会で生活するに足りる所得保障の一環として、稼働所得の
|

実態 を前提 とす る年金施策が行われ ること。

‐ 地域社会で生活するに足りる所得保障の一環として、無年金障害

者の救済を含みうる形で、現行規定の手当などの施策が行われるこ

と き

・ 国及び地方公共団体は、障害者の自立支援の観点から、障害の種

別にかかわりなく障害者及び障害者を介助する親族の経済的負担の

軽減を図るため、有効な税制上め措置、住宅にかかる費用や障害ゆ

えに追加的に必要な費用等に関して軽減措置を講ずること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見)

○ (P)

15)政治参加 ‐

(推進会議の認識 )

|~面藩蓼茄あ商蓄ぼI頂薫石蔦T~薦曹あ百る菖菖あ蔦蚕薦動
~:~藤

曹著
‐
1

の政治活動への参加、議会や政治に関す る情報保障、公的活動への参 |

加等、幅広 い分野 に及 び、多 くの課題 を抱 えている。

|た とえば、成年被後見人は、公職選挙法における欠格条項により選挙

1権 ・被選挙権を奪われ、国や地方公共団体の関連する審議会や検討会

への参画にあたつて、障害の特性や二=ズによる合理的配慮が行われ

ないことによつて、公的活動への参加の機会が奪われるなど、政治参

加にかかわる障害に基づく制限や排除、又は欠格条項の問題は、障害

に基づく差別の問題 として、今後、:差別禁止部会での議論を踏まえ、

引き続き推進会議において検討を準めることが必要である。

選挙等に関する情報提供や投票行為にかかる環境整備については、

選挙公報に関する平易な内容の選挙公報や点字又は録音テープが十分

にいきわたつていないこと、政見放送の手話や字幕が国政や地方選挙

で十分に確保されていないこと、又は重度の在宅障害者等が対象にな

る郵便投票が「自筆」を条件としていることや投票所までの又は投票

所内のアクセスや必要な配慮の確保など:多 くの不備が指摘されてい

る。

【選挙等に関する情報提供と投票のための必要な体制の整備】

国及び地方公共団体は、法律の定めるところにより行われる選挙、

国民審査又は投票において、障害者が障害者でない者 と同等に容易に
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必要な情報が提供され、投票することができる条件整備が必要である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

,選 挙等に関する情報の提供と投票に関 してt障害者の特性に配慮

した必要な体制を整備すること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

16)司法手続ヽ

(推進会議の認識 )

刑事訴訟手続きや民事訴訟手続きを始めとする司法手続きにおいて

は、障害があるために意思表示や理解め面で制約を受けている人に対

する配慮が、著しく欠けているとの指摘がある。例えば捜査段階にお

いては、逮捕状の内容や黙秘権などにういて取調べ者が二般的な説明

しか しないたあ、1障害者は何を言われているのか理解できず、有効・

適切に自己防衛することができないことが多い。公訴、公判、刑の執

行、拘禁施設全般にわたつても同様で、障害のある被疑者が意思表示

等の面でどのような困難さをもつているかを把握、留意するという過

程は全くないという指摘がある。

民事手続においてもt口 頭弁論手続のみならず、尋間や証拠調べ手

続き、さらには、判決等の手続きにおいても、手続き上の配慮がある

とは言い難い。

さ らに、民事訴訟手続や刑事訴訟手続等 における障害者の コ ミュニ

ケー シ ョンの確保のために必要な人的、物理的支援に係 る費用につい

て も、障害のない人の場合 と比較 して不利益 を負 う状況にある。

以上のよ うな状況 を踏 まえ、障害者への司法手続 き上の手続的適正

を確保 し、 もつてその権利 を保障す るための措置 を講ず ることが必要

で ある。

【司法に係る手続と必要な配慮】                |
国及び地方公共団体は、障害者が被疑者、被告人、受刑者等の直接

|

の当事者の場合において、少年事件の手続き、捜査 (取 調べ、実況見
|

分、逮捕等 )、 公半1、 判決、刑の執行、受刑を含む拘禁手続き:民事事
|

件における口頭弁論、証拠調べや判決手続き等、手続き全般にわたつ
|

て、障害者の特性に応 じた手続き上の配慮が必要であり、そのために
|

必要な措置を取 らなければならないが、障害者が参考人、証人、裁判
|
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員、傍聴者など間接的な関わり

行われなければならない。

を持つ場合においても、同様の措置が
|

【コミュニケーション手段等の確保措置】

国及び地方公共団体は、上記手続き上の配慮、特に障害者が必要と

する適切なコミュニケーション手段等を確保するための措置を講ずる

と同時に、これ らのコミュニケーション手段等についての情報を、障

害者に告知するべきである。このコミュニケーション手段等には、手

話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳者、1知 的障害者等への説明者等の

立会いによる情報保障を含み、司法機関としてこれ らの者への研修を

行うべきである。

【司法関係者に対する研修】

国及び地方公共団体は、司法手続きに係る関係職員 (警 察官及び刑

務官を含む。)に 対 して、障害の理解及び必要とされる手続き上の配慮

に関 して、研修を行うべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

司法手続 において、障害者が必要 とす る手続 き上の配慮、特に適

切 な コ ミュニ ケー シ ョン手段等 を確 保す るための措置 を講ず る こ

と。

口 司法手続 に係 る関係職 員 (警 察官及び刑務官 を含む。)に 対 して、

障害の理解及 び必要 とされ る手続 き上の配慮 に関 して研修 を行 うこ

と。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

17)国際協 力

(推進会議の認識 )

日本 は、第 1次 及び第 2次「アジア太平洋障害者の十年(1998-2002、
|

2003-2012)の 提唱国 と して、NGO等 と協力 しつつ、アジア太平洋にお |

ける障害分野の国際協力に積極的に貢献 してきており、諸外国からも
|

高い評価を受けている。今後も国連アジア太平洋経済社会委員会  |
(ESCAP)を 中心に、更に積極的な役割を期待されている。日本は、 |

障害分野での国際協力について、法的には直接的な規定を有 していな
|
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いが、障害者権 利1条約 は国際協力の必要性 をうた つてお り、障害分野 |

における国際協 力を促進す るためには、基本法 に、国際協力に関する
|

取 り組み を行 う旨を盛 り込む必要が あるべ きことを明記す る必要が |

ある。

また、国際協力においては、障害に.特 化 した国際協力事業だけでな

く、あらゆる国際協力事業について障害者が受益者 となりうるようア

クセシビリティの確保等を重視するべきである:そ の際、外国政府や

国際機関だけでなく、NGO等、特に障害者の組織と共同して取 り組む

ことが重要である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害分野における国際協力に必要な取組を行 うこと。

・ 外国政府、国際機関又は障害者の組織を含む民間団体との相互協

力に基づいて、障害分野の国際協力を行うこと。

(基本法改正 に当た つて政府に求める意見 )

○ (P)

4.推 進体制

1)組 織

(推進会議の認識 )

締約国に対 して、自国の法律上及び行政上の制度 に従 い、この条約

の実施 を監視す るための枠組み を自国内において維持 口強化・設置

することなどを要請 している。

(国 )

中央障害者施―策推進協議会及び推進会議を発展的に改組 し、障害当

事者、学識経験者等で構成する審議会組織を新たに内閣府に設置すべ

きである。

(地方 )

各都道府県等の障害者施策の詳細を把握できないことや、実態を踏

まえた実効性のある都道府県障害者計画を策定し、地方においても障

害者権利条約の理念を実現していくためには、地方における施策の実
|
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の権限を強化することが必要である。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

2)所掌事務  ‐

|(推進会議の認識 )
i--------------

;itFf+st5l j

(国 )

国に置かれ る審議会組織 は、障害者施策の確実 な実施 を図るため、

以下の事務を担 う必要がある。

・ 障害者基本計画策定の際の意見具申を行うこと

口 障害者に関する基本的な政策に関する調査審議を行うこと ´

=障 害者に関する施策の実施状況を監視 し、必要に応 じて関係各大

臣に勧告を行 うこと

改革集中期間内にあつては、これらに加えて、障害者制度の集中的

な改革の推進のため、必要な調査審議を行うとともに、関係大臣に意

見を述べ られるようにするべきである。

また、調査審議を実効あるものとするため、関係各大臣に資料の提

出や説明など必要な協力を求めることや、意見具申を行えるようにす

ることが必要である。

加えて、地方における障害者施策の推進状況を的確に把握するため、

地方の監視機関に対 して、施策の実施状況の報告を求めることができ

るようにするべきである。

(地方 )

地方に置かれる審議会組織は、地方における障害者施策の実施を図

り、権利条約の理念を実現するため、現行の事務に加えて、以下の事

務を新たに担 う必要がある。

“ 施策の実施状況の監視事務 を行 うこと

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

Ⅱ.「 障害Jの表記

(推進会議の認識 )

|【 作業チームの設置】

-44-



推進会議は、「障害」の表記に関する作業チームを設置し、「障害」

のほか、「障碍」、「障がい」、「チャレンジド」等の様々な見解があるこ

とを踏まえ、それぞれの表記を採用している障害者団体、地方公共団

体、企業、マスメディア、学識経験者等 10名 から、その考え方や運

用状況等についてヒアリングを行うとともに、障害団体関係者も含む

一般からの意見募集を実施した。同作業チームによる報告を受けた推

進会議はその報告に基づき、現時点における考え方の整理と今後の課

題について検討を行い、以下のことを確認 した。

【表記問題に対する結論】

「障害」の表記については、様々な主体がそれぞれの考えに基づき、

様々な表記を用いており、法令等における「障害」の表記について、

見解の一致をみなかつた現時点において新たに特定の表記に決定する
t

ことは困難 であると判断せ ざるを得ない。

他方で、 この度の様 々な関係者、有識者か らの ビア リング等 を通 じ

て、 これまで明 らかになつていなか つた検討課題や論 点も浮かび上が

って きてお り、今 後 「障害」の表記に関す る議論 を進 めるに当たつて

は、以下の観点が必要 と考え られ る。

3 「障害 (者 )」 の表記は、障害のある当事者 (家 族 を含む。)の ア

イデ ンテ ィテ ィと密接な関係が あるので、 当事者が どのよ うな呼称

や表記 を望んでいるかに配慮す ること。

口 「障害」の表記 を社会モデルの観点か ら検討 して い くに当た つて

は、障害者権利条約 における障害者 (persons with diSabilities)

の考え方、 ICF(国 際生活機能分類)の 障害概念、及び障害学に

おける表記に関する議論等との整合性に配慮すること。

これ らを踏まえ、法令等における「障害Jの 表記については、当面、

現状の「障害」を用いることとし、今後、制度改革の集中期間内を目

途に一定の結論を得ることを目指すべきである。

【今後の課題】

今後の取 り組みとして、具体的には、以下の取 り組みが重要であ

るが、その際、障害は様々な障壁との相互作用によつて生ずるもの

であるという障害者権利条約の考え方を念頭に置きつつ、それぞれ

の表記に関する考え方を国民に広 く紹介 し、各界各層の議論を喚起

するとともに、その動向やそれぞれの表記の普及状況等を注視 しな

| がら、今後、更に推進会議においても検討を進め、意見集約を図つ
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ていく必要がある。

以上を踏まえて、次のことを行うべきである。

・ 各種シンポジウムや障害者週間等の啓発事業を通じて、「障害」の

それぞれの表記に関する議論を紹介するとともに、幅広く様々な主

体 における議論 を喚起 してぃ くこと。

・ 「障害」のそれぞれの表記の普及状況につし`て、定期的に調査を

行うなど、その把握に努めること。

|・ 近年、由会においそも「障害」の表記あ在 り方に関する議論が度々
|

| なされてお り、このような動向も注視 しつつ検討を進めること。  |
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障がい者制度改革推進会議

議長 小川 榮一 様

第 27回障がい者制度改革推進会議 (H22.12.6)

資料2-1 大濱員委員提出

平成22年12月 6日

障がい者制度改革推進会議 構成員

社団法人全国青髄損傷者連合会 冨」理事長

大濱 員

第二次意見の策定にあたつて (意見 )

II鷹書著あ地雌 意
=blセ

|

○ 障害者基本法改正の「基本的理念」(現行法第3条投 項関係)については、障害者で

ない者と等し<、 特定の生活様式で生活するよう3会いられることな<、 自らの判断によ

り地域におしヽて生活する権利を有することを盛り込むべきである。

|〇 障害者基本法改正の「医療、介護等」(現行法第12条関係)については、国及び地方
/AN共団体が、重度障害者が地域において生活できるように支援する上で必要な財政上の

措置を、特に講じなければならないことを明記するべきである。|

(理由) 特に重度障害者に対する支援体制が十分でないために、入所施設や病院などの

| 「特定の生活様式」を選択せざるを得ないのが現状であることから。

規定ぶリイメージ (現行法第3条第2項関係)     :ヽ

すべて障害者は(障害者でない者と

う強いられることな<、 :自 らの判断により地域において生活する権利を有す

るとともにて暮らの崇塞毎墓墓≧■社会を構成する一員として、社会、経済く

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を有するものとすること。

規定ぶリイメージ
.(現

行法第12条関係)

国及び地方公共団体は、特に重度障害者が地域において生活できるように

支援する上で必要な財政上の措置を講じなければならないこと。

|

○ 【「障害の予防」に対する基本的者え方】

障害者基本法改正の「障害の予防に関する基本的施策」(現行法第23条関係)′ につい

てはt障害の原因となる傷病や疾病に対する予防対策は、障害者施策としてではな <、

T般公衆衛生の中で行われていることから、「障害は不幸である」という差別や偏見を

与えかねない「障害の予防」という表現暮袋率聴事惑等率華廃穿菜斃碁速璽塾重≦型コ堕重
の原因となる傷病の治癒 。治療」とするべきである。

またt必要な情報提供の下で快適な生括を送るための健康の増進・治療・回復に不可
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欠な条件整備の一慕二環として、障害の原因となる傷病の治癒や疾病製 の原因・発生

解明のための基礎研究腐扱 び、研究成果に

対策を講ずるべきである。           .           ｀

(理由) 障害者基本法改正にあたっての「新たに議論した分野についての推進会議の間

題認識」の「-2.障害の予防」について、「健康の増進」の条件整備の丁環として

新たな治療 (先端医療を含む)も不可欠であることを、【難病を始めとする疾憲等

に対する適切な理解の促進及び調査研究の推進】だけではなく【「障害の予防」に

対する基本的者え方】でも明記すべきであるから。

131111障害あある1字に1対す|る1卓1期1豊‐機lt=うt:`|             :   :  :
○ 障害者基本法改正の「障害のある子に対する早期支援」(新設)については、_国および

地

"公

共団体は、築■纂の準科■実琴堕害のある子の権利を保障するために、障害のあ
る子 (乳幼児においては早期に適切な支援を得られなければ後に障害を持つ可能性が高

い子を含む)及びその家族もし<は家族による監護が得られない場合にはこれに代わる

代替的な監護を提供するものに対し、早期からの継続的な支援を提供するための必要な

施策を講じなければならない。また、代替的監護に対する支援は家庭的な環境のなかで

提供されなければならない。

(理由) 新生児特定集中治療室 (NIC∪ )に象徴される医療技術の発達により、重症心
: 

身障害児をはじめとする障害児に対する支援ニーズが急速に増大している。特に

重症児を養育するな族に過重な負担がかかつている現状に対して、本人や家族に

対する支援を拡充することは急務である。よって、障害児支援含同作業チームか

ら提案されている「障害者基本法 :障害児条項イヌァジ修正案」のうち「4.早
期支援」について、ぜひとも障害者基本法の改正に盛り込むべきであると考える。

また、「家族による監護が得られない場合にはこれに代わる代替的な監護」におけ

る里親に対する支援を含めて、障害児の養育に対する支援をさらに強調する規定

ぶりが必要だと考える。

14■権 舎著政策妻自疑 ■ガ障馨著1政策妻畳会|み当:事著貌血喜うtヽそ|

○ 障害者基本法改正の「障害者政策委員会の組織」(現行法第25条関係)及び「地方障
.害

者IEX策委員会」(現行法第26条関係)については、委
1員の過半数を障害者とするべき

である。:       
‐

(理由) 障害者自立支援法の地域自立支援協議会のような形骸化に陥らないようにする

ために、国と地方/AN共団体のモニタリング機関については当事者参加を明確にす

るべきであるから。    ,こ

参考11■億書者基本法1護■におtfぶ |「障害著あ範薗ゴ1にう11セ  ́         ‐

○  「障害者の範囲」について、「機能障害」(医療モデル)の概念に「社会的な障壁」(社

会モデル)の理念を組み込んで定義する必要がある。もしくはt囃 能障害」(医療モデ

ル)の概念を重視し、現行以上に幅広<定義するか、を議論のポイントとすることを提

案する。詳し<は別紙1を参照されたい。
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1参考12● :教1青場苗そ|め1介動サ■tlズ|あ1莉南:`こう|いて,

○ 障害者総含福祉法 (仮称)におけるパーソナル・アシスタンスとして、就労(就学、
入院などを横断するシームレスな介護制度が、総含福祉部会の訪間系作業チームで検討

されているところであるが、これに関連して、全国障害学生支援センターからの要望書

を見」紙2と して添付する。             :
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権利条約における「障害者の定義」

●障害者には、長期的な身体的t精神的、矢目的又は感

覚的な機能障害であつて、1様叔な障壁との相互作用

により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ

効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を

含む。 (政府公定訳文案)

●PeFso∩ s、Ⅳith disabilities i∩ ёlude those who

ha∨ё long一term physical,mo∩ tal,iF、te1lёctttal

Or sё∩sOry imoairments kA/hiCh i∩ i∩teraction

With∨arious barriers rnay hi∩dёr theiF f由 ll

and ёffecti∨ё‐participation i∩ sOciety o∩ an

eQual basis kA/lth Othё rs.(房ミE丈)

権利条約による

障害者の定義の
平面モデル

長期的な機能障害

(継続的/断続的)

(1,テ」)
近視のために

メガネをかけている人

＼

「障害者」

社会的な障壁
によるリト除

人種差鬼」を

受けている人

(lp」 )難病患者  (例)ユニークフェイス



障害者制度改革における「障害者の定義」
権利条約における障害者の定義|よ、少な<とも「長
期的な機能障害を有すること」こ「社会的な障壁に
よって排除されていること」が重なうた集合を含む、
としている (以下「集合①」)。

日本の現行制度における障害者の定義は、身体障害
者と知的障害者と精神障害者の合計とされており、
これは集合①の部分集合だと考えられる (以下「集
含②」)6
障害者制度改革 (特に障害者基本法改正)における
「障害者の定義」では、少な<とも、集合①から集
合②を差し引いた差集合に向けて拡張することが不
可欠ではないか?

代表的な2つの議論
そのうえで、集合①よりもさらに1拡張して障害者を
定義づける必要があるか否かがFo3題になるのではな
いか?
このとき、「社会的な障壁によって排除されている
こと」を以うて障害者の定義とすることは困難であ
る (たとえば「人種差局」を受けている人」も「社会
的な障壁によつて排除されている」から)。

そこで、考えられる代表的な議論を2つ例示する。

A案 三「長期的な機能障害を有すること」と「社会
的な障壁によって排除されていること」の2
条件に適含すること (集合①)を以つて障害
者の定義とする。

B案 三「長期的な機能障害を有すること」を以つて

障害者の定義とす攣。         ‐



「機能障害」ど「社会的な障壁」の重なり

A案は、権利条約が要求する最低ラインの定義であ

る。この場合、「長期的な機能障害」と「社会的な

障壁による排除」は、それぞれが「障害者であるこ

と」の必要条件となる。

したがうて、「障害者の定義」の問題は、「長期的

な機能障害」と「社会的な障壁による排除」をいか

に定義するかというFED5題 に帰結すると考えられる。

「機能障害」だけで障害者を定義

これに対して、B案は、
.医

療モデルを最大限に拡張

したものである。この場合、「長期的な機能障害」

は「障害者であること」の懸要十分条件となる。

しかし、たとえば「近視であるがメガネをかければ
日常生活に支障のない人」は、「長期的な機能障
害」を有しているが、|「社会的な障壁による排除」
はほとんど受けていない (飛行機のパイロットにな
れない、など)。

単に「長期的な機能障害」だけで障害者を定義する
とtこのような人も包含されることになるが、それ
で良いのか? あるいは、そのような人を障害者に

含めないとすれば、「長期的な機能障害」をどのよ
うに定義すれば良いのか?

社会的な障壁
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支援の必要度を加味した立体モデル
支援の必要度

難病患者 ―クフェイス

人種差別を

受けている人

権利条約による障害者の定義の平面モデル (o2).

この図は、「長期的な機能障害 (継続的/断続的)」 と「社会的

な障壁による排除」の2つの集合によるベン図で、2つの集合の

重なり (積集合)が「権利条約における障害者の定義」・である。

「日本の現行制度における:章害者の定義」の集合は、身体障害者

と矢□的障害者と精神障害者の3つの集合の合計 (和集合)であり、

「権利条約における障害者の定義」の内部に位置している (部分

集合)。 「権利条約における障害者の定義」から「日本の現行制

度における障害者の定義」を差し引いた部分 (差集合)が「谷間

の障害者」となる6

支援の必要度を加味した立体モデル (p7)

この図は、前述の「権利条約による障害者の定義の平面モデル」

を底面とする円錐である。'この円錐の高さは「支援の必要度」に

対応しており、底面に軽度障害者が位置し、頂点に重症lい身障害

児者やALS憲者が位置している。
-7-
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訂緯
2010年 12月 6日

障がい者制度改革推進会議             .
構成員 各位  |

全国障害学生支援センター

 ヽ                              代表 殿岡 翼

高等教育での差男1禁止と教育場面での介助サービス利用についての要望書

私たちは、障害をもつ当事者の立場から大学進学や学生生活についての情報提供をして

いる、非営利の民間団体です。障害をもつ学生の高等教育については、これまで障害者施

策の中で十分位置づけられてきませんでした。そのため、入学後の障害学生に対するサー

ビスが大学によつて異なっているばかりでなく、障害を理由に受験や入学を大学などが拒

否しても、直ちには違法とならず差別禁上が明確にされていないのが現状です。

当センターでは、これまで実施してきた「大学における障害学生の受け入れ状況に関す

る調査」の結果を踏まえ、局等教育での差別禁上を要望いたします。

また、障害者福祉施策の分野でも、障害をもつ学生の高等教育へめ進学は、制度め前提

とされていません:前提とされていないばかりでなく、現行の制度では教育場面での自立

支援法の利用は極めて制限されております。                ｀

障害者自立支援法 (以下、自立支援法と略す)が施行されて以来、当センタ=には障害

学生から自立支援法についての相談が、数多く寄せられてきました。その中で、大学など

教育機関と自立支援法行政との間で、障害学生の介助 (授業内の補助、授業以外の学生生

活、通学など)をめぐり実施主体、費用などの押し付け合いが発生しております。その結

果、障害学生が必要な介助を受けられない状況も発生しています。また、大学への入学が

できなかつたり、学生生活を継続できなくなることも起こつています。当センターは、そ

うした状況のもとで過ごす障害学生の教育場面での人的なサポー トのニーズと課題を明ら

かにするため、アンケー トを実施しました。アンケー ト結果および当センターに寄せられ

ている相談事例から、教育場面での介助サ‐ビス利用について、要望いたします。

【政府・推進会議への要望事項】   |
① 障害者権利条約で、「あらゆる教育段階において障害者にとつてインクルーシブな教育

制度を確保することが必要とされている」ことをら、まえ、大学など高等教育機関での障害

者差別の禁止と合理的配慮を法制度に盛り込むことともに、障害学生支援を障害者施策の

中にしつかりと位置づけること。

・高等教育機関において、障害や、そのサポー トができないことを理由とした出願拒

否・受験拒否・入学拒否の禁止  ‐

・合理的な配慮をしないなど、障害者にとって不利な条件で、高等教育機関への入学

試験を実施することの禁■Li

・高等教育機関において、障害者が十分に学び、学生生活を送れるよう、制度的・物
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高等教育での差別禁止と教育場面での介助サービス利用についての要望書

理的 :人的サポー ト環境を整備すること

② パーソナルアシスタントの理念にのつとり、障害者本人がどの場面で介助を受けても

同じサービスが受けられるよう、教育場面 (授業内・学生生活・通学)で も必要な介助サ

ービスが使えるようにすること。

③ 厚生労働省、文部科学省の垣根を越え、障害者本人がひとつのサービスとして介助を

受けられるよう制度設計し、必要な財政支援については省庁間で協力して確保すること。

④ 推進会議が発足以来目指してきた「制度の谷間」のない新総合福祉法制定に際して、

教育分野が再び制度の谷間に落ちることのないよう、必要な施策を追加すること。  ′

【要望の背景】

①大学における障害学生の受け入れ状況

障害を理由に受験や入学を拒否する大学があり、入学後の障害学生に対するサービ

スが大学にようて異なっている。※別紙2-1 参照  ,
②教育場面で自立支援法が使えない現状での課題  |

課題1:自 立支援法が授業内・学生生活・通学などで使えないことで、教育場面での

介助が確保できず、それが理由となつて、合格したにもかかわらず大学などへの進学

をあきらめなければならない学生がいる。

課翼2:日常生活での介助とその必要性は同じなのに、教育場面で自立支援法が使え

ないことで、1入学後の教育場面での介助をな本ゃボランティァに依存するなど、確実

性の低い、不十分な状況で本人が介助を受けなければならない状況が続いている。

※アンケニト結果および当センタニに寄せられている相談事例を集約。課題の具体的

な状況 は、別紙 2-2 を参 照 ^

【今回実施 したアンケー トの概要】     _
調査名 :障害学生と自立支援法利用についてのアンケー ト (肢体障害者向け)

実施団体 :全国障害学生支援センター

協力 :DPI(障害者インターナショナル)日本会議
‐

目的 障害学生の教育場面での人的なサポー トのニーズを明らかにして、障害者自立支援

法 (以下、自立支援法と略す)に代わる新たな制度を制定する際に、制度の不備で使いに

くいものが残らないよう事例を収集して課題を明らかにすることを目的とする。

対象 18歳以上の肢体障害のある当事者で、自立支援法が完全施行された2006年 10月 以

降に大学などの教育機関に在籍した経験のある方

調査期間 :2010年 10月 7日 から末自   回答数 10.

要望書についての連絡先 全国障害学生支援センター

所在地 〒252-Oj18 神奈川県相模原市南区

上鶴間本町 3‐ 14-22由 園コーポ 3号

TEL・ FAX  042-746-7719  Eメ ール   info@nscsd jp
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高等教育での差別禁止と教育場面での介助サτビス利用についての要望書 別紙 2-¬

大学における障害学生受け入れの現状  (2008調査より)

全国障害学生支援センタニ

障害学生の受験を認めるかどうか、入学試験や入学後に、障害学生の支援をするかどうかは、各大学に

任されており、対応が不十分。そのため、障害学生が希望する大学を受験できない、障害をもたない学生

と同質の学生生活が送れない状況が、各地で起こつている。

表 1 障害学生の在籍状況 ※「在籍あり」と回答ヒンた大学 295校の内訳

障害種別 大学数  (校 ) 人数  (ズ ) 平均在籍人数  (人 )

肢体障害 235 ‐ 756

聴覚障害 180
，

４

内部障害 355 4.1

視覚障害 101 222 2.2

莞違 障害 110

精神障害

重複障害 22 24 11

知的障害
ハ
υ

1.障害学生の受験可否 :

受験可 :障害学生が大学に志願する前の段階で、受験を認めている状態。

受験可否未定 :個 々の障害学生の障害程度や、入学後のサポー ト可否を検討した上で、

大学が受験を認めるかどうかを半1断する状態。

受験不可 :障害学生の受験を認めていない状態6

表 2 障害学生の受験可否

受験可 受験可否未定 受験不可

大学数 (校 ) 有効回答比 大学数 (校 ) 有効回答比 大学数 (校 ) 有効回答比

肢体障害 244 56.5% 41.9% 7 1 6%

聴覚障害 230 53.2% 43.3% 315%

視覚障害 194 44 9% 50 5% 20 4_6%

内部障害 43.5% 233 53.9% 2.5%

精神障害 25 9% 284 65.7% 8.3%

発達障害 19 7% 305 70.6% 9。 7%

知的障害 1% 301 69.7% 12.3%

2受 験 時の配慮

何 らかの配慮をする大学は増えてきているが、必ず しも障害学生が望む形になっていない。受験 を認め

ても、1配慮が不十分なため、結果的に障害学生の能力が十分に評価 されない現実がある。

表 3 肢体障害 受験時配慮内容 ※「入学試験で配慮あり」と回答 した大学 350校の詳細

配慮内容 大学数 (校 ) 有効回答比

拡大文字用紙に解答 14.9%

チ ェックによる解答 9.1%

代筆での解答 5 4%

パ ソコンによる解答 4.6%

車での来校を認める
月
十 42 6%

試験室入 り口までの付き添いを認める 39 1%

別室受験 37 7%
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高等教育での差別禁止と教育場面での介助サービス利用についての要望書 別紙 2-1

表4 聴覚障害 受験時配慮内容 ※「入学試験で配慮あり」と回答 した大学 332校 の詳細

配慮内容 大学数 (校 ) 有効回答比

面接時の筆談 19.9%

手話通訳者の利用 5 40/0

手書き要約筆記者の禾1用 3 3%

パソコン通訳者の利用 0 9%

座席位置の配慮 141 42 5%

補聴器の使用
う
４ 38.0%

注意事項の文書伝達 104 31.3il

表 5 視覚障害 受験時配慮内容・※「入学試験で配慮あり」と回答 した大学 324校 の詳細

配慮内容 大学数 (校 ) 有効回答比

拡大文字による出題 94 29.0%

点字による出題 20.7%

パソコンでの出題 1 9%

車での来校を認める 130
”
十

男1室受験 39.5%

試験室入 り口までの付き添いを認める 38.6%

3.入 学後 の支援

障害学生は、入学後 もさまざまな分野での支援が必要だが、下表のように実施は不十分。

表 6 入学後の支援内容      ,
支援内容 大学数 (校 ) 有効回答比

一般講義での配慮 210 48.6%

定期試験での配慮 44 7%

体育実技での配慮 37 5%

語学授業での配慮 101 23.4%

実習での配慮 21 3%

実験での配慮 127%

肢体障害学生への支援 174 40 3%

聴覚障害学生全の支援 139 32 2%

視覚障害学生への支援 25 7%

注 1:上記の表は、全国障害学生支援センタニが実施した「大学における障害学生の受け入れ状況に関す

る調査」の結果をもとにしている。 調査期間 :2006年 12月 ～2007年 3月 実施

調査対象 :全国すべての大学・大学校 745校  回答数 :420校 (56%)

数字は、特別な表記がない場合、回答大学数 420校に学部別回答を含めた、計 432校 中の内訳。

各大学の詳細なデータは、書籍『大学案内 2008障害者版』にて公表。

注 2:調査・書籍について参考 154国 会 衆議院 厚生労働委員会 6号 2002年 4月 5日  石毛えい子議員

154国 会 参議院 内閣委員会 8号 2002年 4月 9日 田嶋陽子議員

注3:全国障害学生支援センタ‐は、障害をもつスタッフが中心に、調査、相談・情報提供、機関誌の発

行、障害学生交流会の開催等を行 うボランティア団体。平成 20年度バリアラリー・ュニバーサルデ

ザイン推進功労者表彰の「内閣府特命担当大臣表彰優良賞」に選ばれた8

全国障害学生支援セシタニ 問い合わせ先

〒228=08181神 奈川県相模原市上鶴間本町 3-14=22 田園コニポ 3号室 :

電話・ FAx 042-746-7719   E=mall infOOnSCSd」 p URL ´
http://www nscsd.」 p/
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高等教育での差別禁止と教育場面での介助サービス利用についての要望書 別紙2-2

高等教育での差別禁止と教育場面での介助サー ビス利用についての要望書 別紙 2-2

1  
～ アンケー ト結果および当センターに寄せられている相談事例を集約 ～

課題 1:自 立支援法が授業内・学生生活「通学などで使えないことで、教育場面での介助

が確保できず、それが理由となつて、合格したにもかかわらず大学などへの進学をあきら

めなければならない学生がいる。     ｀

※以下5件は、別々の事例です。

①本人から        |
スクー リングにはヘルパーを使つてはダメです と行政か ら言われました。

'

②障害学生の親から

18歳 になる娘が大学に合格しました。しかし、生まれつき障害があり四肢麻痺で座位不

能です。大学でも常時介助者を付けないとノー ト取り、 トイレ等何もできない状態です:

大学からも介助者をつけるよういわれていて介助者なしでの登校は拒否されております。

市役所等相談しておりますが、「障害学生支援」の助成を活用した運用を大学に打診しまし

たが断られ、障害者自立支援法の活用でベルパー派遣を厚生労働省に打診しましたが、こ

ちらも在宅介護が基本で断られました。折角合格しましたが、このままでは進学できない

ことになりそうで1 何か手立てがありませんでしようか。          |

③福祉事務所から

行政から大学に介助派遣できない。ボランティアなどを集めるにはどうしたらよいか?

④ボランテイアセンターから

学内で使える公的支援を教えて欲しい。

⑤肢体不自由特男1支援学校教員から

現在、本校の高等部には、 3年生に大学希望の生徒がいます。 トイレや食事、授業補助

等の支援が必要な生徒です。大学側としては、経営を考え、社会保障としての公的支援が

制度上はないものの利用できないか等の話もしてもらつていますが、行政としては「大学

がすべきこと」で話が平行します。本人は、1学内の支援を保護者に求めることは拒否して

います。このような状況でなかなか具体的な動きの展望が見失いかけてきました。

課題 2:日 常生活での介助とその必要性は同じなのに、教育場面で自立支援法が使えない

ことで、入学後の教育場面での介助を友人やボランティアに依存するなど、確実性の低い、

不十分な状況で本人が介助を受けなければならない状況が続いている。

…12-



高等教育での差別禁止と教育場面での介助サービス利用についての要望書 別紙 2-2

「授業内」「授業以外の学生生活」「大学への通学」に分けて集約。      、

・授業内

①基本的に私は通信学生なので自宅でリポー トを書きt時々テス トを受けたり、スクーリ

ングに行つたりしています8

しかし実際のところ通信大学の書類はかなり煩雑で、なかなか今のベルパー制度では人材

が足りず、またパソョン操作が苦手なベルパーさんも多いため毎回ふうふう言らてぉりま

す。

また学内でのサポー トは学内から派遣された介助者が、学校までの行き帰りについては学

外のボランティア団体が数珠繋ぎで行つてくれてはいますが、やはり時間に制約があつた

り、遅亥Jせず到着して欲しいのに、それができなからたりするととても迷惑をかけるので

非常に神経を使います。また技術がまちまち、研修ができない等により、 トラブルが生じ

ることはありますが、と1り あえず今は少ない資源の中で何とが回していかなければならな

いのでそう贅沢を言つている場合ではありません。

ただやはり連絡不行き届き、介助内容を勝手に主催者側が決める等はFp5題だと思います。

②ノ‐トテイク :人によつて情報保障に差があり、ヘルパーの判断で情報が限られてしま

うことがある。授業内容の要′点をつかめていないことがあり、復習をする際に¬:便が生じ

る。主にPCを利用しているが、タイピングの速さがノートテイクの内容量を左右する:

コミュニケーション支援 :私はアウトプットに時間が′ういる為、ディスカッションの場面

などでは、言いたいことを発言する頃には、話題が変わっているということが多々ある。

私自身は、言いたいことをより速く伝えられるように、短い単語でアウトプットデる工大

をしている。しかし、ヘルパーがその意図を汲んで意味を広げて文章化したり、わかりや

すく説明出来なければ、私が伝えたい内容は他者にまで届かないことがある。私とヘルパ

ーの感情の相違が、正確な言葉を読み取ることの妨げにもなる。さらに、発言のタイミン

グがヘルパーの積極性や個人が持つボキャブラリァの量に左右され、会話の質に差が生じ

る。

③実費でヘルパーを使つたり自分でボランティアを募ったりしなくてはならないため、金

銭や労力がかかる。

④学校の授業に関係することにヘルパーを利用出来ない際、ボランテイアや友人に依頼 し

ていた。ヘルパーのような責任感をもって仕事をしてくれない人もおり、授業に遅刻する

などの事態が多く発生 したよ授業を受ける権利を奪われた。ヘルパーには給料が発生する

ため、私から無駄な用事や頼みにくいことも依頼 しやすい。

…13-
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高等教育での差別禁止と教育場面での介助サービス不1用についての要望書 別紙2-2

・授業以外の学生生活

1:)学 内の身辺介助や移動の補助は、自立支援法では行えないため、学内でボランテイアを

―  募ったり、有料のヘルパーを使つたりしていた。ボランティアの人数は決して十分とは言

えず、また、有料だと金銭の負担が大きい。、ルパーだと(ボ ランティアに比べて)確実に

くるが、時間単位のため、生理的なトイレの時間を意識的に決めなくてはならない。

②基本的にその場その場で、最低限度のことを、その場にいる人に頼まなければならない

ので:も し断られたりした場合、どうすることもできなぃ状況になります。また究種にど

うしようもなくなると:学生課に行けば良いんだとは思いますが、入り口に高い段が2個

あるために私は入ることができません。  |
.   

ただ介助者を付けてしまうことが他の学生との交流をできなくさせる要因になつたり、ス

ケジ三―ィレを固定化することに繋がり、自由度が下がる気もしていて介助者を付ければ良

いの一言ではかたづけられない気もしています:

ただ実際はそんな余裕は無いというのが、実情ではありますが。

③サポートに関する学内の人員不足と、自立支援法の現行制度の対象外となつてしまうた

め必要なサポ,卜 が受けられない。

④大学でも自立支援法が適用されれば、もつと自由に動くことができる、いろんなことに

参加できるのにと思います。     ‐

・大学への通学

①ヘルパニを探すことが困難。

②サポートの人数を増やすため、通学介助については異性も募った。そのため、 トイレ介

助のようなデリケー トな介助は通学中は頼めなかつた。       |

③基本的にボランティアなので、時間やスキルに差があり、時間通りに到着できるかが未

知である。

また最寄り駅までの移動になるので、電車にきちんと時間通 り乗せてもらえるかも皆無で

ある。

④通学は、自立支援法の現行制度の対象外となってしまうため必要なサポー トが受けられ

ない。また、下校時に通学路上にあるスーパーなどで買い物やその他の移動支援が必要な

ときであっても、いつたん下宿に戻らなければ、ヘルパーが使えないのは、かなり不便で

ある。   ′ ‐
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⑤宿泊介助で、スクァリングに同行 し、スクーリング時の介助全般を引き受けて欲 しい。

(私専属に二人雇つてや り方等を教育すれば可能です。)ま たテス ト等の付き添いもそのや

り方で来て貰えれば慣れた介助者が来るので、安心です。

⑥雨風が強い日の通学が,心配。

以上

-1 5-
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第 27回障がい者制度改革推進会議 (H22.12.6)

資料2-2 大谷恭子委員提出

「交流及び共同学習」1で は「インクルニシブ教育」は実現できない

‐ 障害者権利条約批准・インクル‐シブ:教育推進ネ

'ト

ワーク

1                   -  (2010. 10. 18)

1.分 けている ことを問わず して、「交流」 を評価すべ きではな い

「交流はやらないよりやったほうがよい」と言われてきた。それは、分けられた側の子どもたちや教師からの要求か

らは,ま ったことであり、分けられている現状がある以上、そうせざるを得ないからで左:る 。しかし、分けていることを

問わずして、「交流」を評価すべきではない。
「適正就学」を盾にずつと子どもたちを分け続けてきた文科省が、こんどは「交流及び共同学習」を「インクルーシブ

教育シ不テム構築のための漸進的取組」だと言つている。“以下、「交流及び共同学習Jが障害者権利条約の言う「インク

ルーシブ教育」につながるものではないことを、その歴史的経緯から明らかにしていきたい。

2.原則分離の姿勢を貫き通してきている文科省             ‐

(1)分けたうえでの交流

・1961年 「我が国の特殊教育」 (文部省広報資料 18)|こみられる、障害児教育の二つの意味

①障害のある子のための「能力に応じた教育の機会均等」②障害児が普通学級にいることで、『障害の無い子の教育そ

のものが、大きな障害を受けずにはいられません。』障害児を分けることによつて『普通学級における教師の指導が

1容易になりt教育の効果があがる』とある。

11979年 国際障害者年 (障害者の完全参カロと平等)を前に養護学校義務化

「盲・聾・養護学校学習指導要領」1に交流について記載される
・

『児童又は生徒の経験を広め、社会性を養い、好ましい人関係を育てるため、学校の教育活動全体を通じて、小学校の

サ1竃又は中学校の生徒と活動をともにする機会を積極的に設けるよう配慮する』

・1980■  普通学級に対しては、事務次官通達として「心身障害児理解・認識推進事業」を出し、交流教育の趣旨理解

の徹底を促した。以後、研修会・啓発資料配布・研究指定校などに取り組む。                |
文科省は研究指定校での成果をさかんに発表したが、日教組の教研集会などでは、交流を拒む子のことや問題点が

報告されている。まさに「いぅしょがいいなら、なぜ分けた」という障害児学級の子どもの声がそれを象徴してい

るとまた、交流教育の徹底などはされておらず、現場では「交流」をするかどうかは、担任教師に任されていた。

交事を実施しないことで批判蕉受ける.こ とけな力
1っ ヽが、交流をより進めようとすると「行きすぎた交流」と批判

され、時間制限がされていた。このことからも、文科省が本腰を入れて、交流に取り組んできたとは言えない。

一方、保護者に向けては、障害児教育の正しい理解と適■L就学のための啓発資料を毎年作成 [´ 配布 してきている。

・1998年 「小学校学習指導要領 :総則第5 指導計画の作成にあたつて配慮すべき事項Jに交流について記載される。

『小学校間や幼稚園t中 学校、特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒や

高齢者などとの交流の機会を設けること。』と、普通学級における交流の教育的意義が明記されたが、高齢者の交流

と同じ扱いがされている。                      :
「解説」では、『障害のある幼児児童生徒との交流は、児童が障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい

理解と認識を深めるための絶好の機会であり、同じ社会に生きる人間として、お互いに正しく理解し、共に助け合い、

支え合つて生きていくことの大切さを学ぶ場でもあると考えられる。』とその目的が書かれている。内容として『直

接的な交流 (学校行事や学習を中心に活動を共にする)と 間接的な交流 (文通や作品の交換)』 が紹介されている。

指導要領に書かれたからと言って、現場に交流の強い指導があつたわけでもなく、担任任せであつたことは変わら

なかった」   |
・2004年 1,時青煮基本法の下部改平|こ ゃ

いて 「ヽ交流及び共同学習」が表記される

「共同学習」は「どの子も分け隔てなく共に学び育つ」という「統合」の趣旨を踏まえたものとして提起されたが、

これまでの「交流」と合わされて「交流及び共同学習」として表記された。

・2007年   学校教育法一部改正  特別支援教育実施

・2o08年   「4ヽ・中学校新学習指導要領総則 :第 4 指導計画の作成にあたつて配慮すべき事項」に個別指導計画の

作成と交流及び共同学習について記載される。

『 (7)個 々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法を工夫し計画的、組織的に行うこと。 (12)ガ 学ヽ校間や
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幼稚園、中学校、特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同

学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。』

「交流」については,文言が「交流及び共同学習」に変わっただけであるが、個別指導計画の作成によつて、目的や効

果等が強調されるようになつてきている。

(2)世界的な「統合」に対する動きに対して文科省が行つてきたこと

・1981年 3月  「文科省が中央心身障害者対策協議会の国際障害者年特別委員会に提出した文書」

障害の重い子どもを小・中学校で教育することの問題点として、以下 4点 を指摘している。① 障害の重ぃ子ども

に対しては、小・中学校では、適切な教育ができない。② 一般の子どもたちの教育に支障が生じる恐れがある。

③多額の財政負担を強いられる。④現行の特殊教育制度、ひいては学校教育制度全体の根幹に触れる大きな問題と

なる。

・1993年  国連 障害者の機会均等化に関する基準規則

役人を派遣し「規貝」六 教育条項 第 8項」を入れさせ、特殊教育の必要性を訴えた。

・1994年  ユネスコ サラ々ンカ宣言                   .  ‐

役人を派遣していたにも関わらず、文科省からはすぐには内容の紹介がなかった。また、同年 ドイツが統合教育に

変わつたことも、文科省が公表したのは2年後だつた。        :
。2008年  過去 2回にわたり国連の子ども権利条約委員会から、分離別学体制を改め、統合教育を進めるよう勧告を

受けていた。それに対して、「交流及び共同学習によつて、統合教育が進展している」と報告している。

(3)意味が変質して使われるようになつた「共同学習」        ′

「交流及び共同学習」は2004年 の障害者基本法の一部改正において、生 tれた言葉である。その審議過程では、普通

学級に在籍している障害をもつ子の存在が認められ、どの子も分け隔てられることなく共に学び育つためのものとして

「共同学習」が提起されが(当 時の政治状況の中で「交流及び共同学習」という形で表記された経過がある。付帯決議に

は、「分け隔てられることなく碁に」という来言が残され、その趣旨から、「交流学習」と「共同学習」は、「分離した上

でいっしょにおこなう学習」と「統合した上でおこなう学習」として、本来、別の意味を持つものであった。しかし、文

科省は、障害者基本法の二部改正以降、「交流及び共同学習」として、一つの言葉として使うようになり、現在に至つて

いる。                            .              :
文科省HP'「交流及び共同学習ガイ ド」によると

・障害のある子どもと障害のない子どもが二緒に参カロする活動は、相互のふれ合いを通じて豊かな人間性をはぐくむ

ことを目的とする交流の側面と、教科等の狙いの達成を目的とする共同学習の側面があるものと考えられます。「交

流及び共同学習」とは、このように両面の側面は一体としてあることを明確に表したものです。また、この二つの

側面は分かちがたいものと捉え、推進していく必要があります。

1活動場所がどこであっても、在籍校の授業として位置付けられていることに十分留意し、教育課程の位置付け、指

導の日標などを明確にし、適切な評価を行うことが必要です。

と解説されている。「分け隔てられることなく共に」として出された「共同学習」は、それまでもおこなわれていた教

科における交流の意味に変質させられてしまい、分けた上でのそれぞれの教育課程における教科学習として位置づけられ

るようになつたのである。らまり、「交流及び共同学習lは以前の「交流学習」となんら違いがないのである。そればか

りか、新学習指導要領では、「教科の目的達成」までもが間われ、交流も「できる 。できない」の評価のもとで行われる

ようになり、「できない」ことで更に巧みに分けられはじめているのである。

3.分離したままの交流ではなく、統合したうえで、必要な配慮と支援を

「交流」のはじまりは、分けられた側からの、社会性や人間関係の豊かさを求めるものであり、,本来は、「統合」に向

かうべきものであった。しかし、文科省は一貫して「原則分離」の教育制度を変えず、国内外の「統合」の動きに対して

も、積極的に関わろうとしてこなかつた。にもかかわらず、「交流及び共同学習」の進展によって「インクルーシブ教育」

が実現するかのように論じている。その論理が詭弁であることは、以上の経緯からも明らかである。障害によつて分けた

上で編成したそれぞれの教育課程の目的に見合つた「交流及む共同学習」め進展は、結局、さらなる分離を進めていくこ

とになり、インクルニシブ教育とは反するものである。

障害者権利条約のめざす共生社会の実現のためには、「共に学び共に育つ」という根本||な教育の目的をたて、原則分

離の教育制度を改め、どの子も普通学級に籍を置き、その上で、必要な配慮と支援をおこなつていくべきである。
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交流及び共同学習は本当に共生社会に貢献しているの?
～アンケート調査の結果より(抜粋)～

文部科学省は「交流及び共同学習はt障害のある子どもの自立と社会参加を促進するとともに、社会を構成

する様 な々人々と共に助け合い支え合つて生きていくことを学ぶ機会となり、ひいては共生社会の形成に役立

つ」としています。(『交流及び共同学習ガイド』文科省HPより引用 2010/8/5)そこでtインクルネットでは、交

流及び共同学習の意義に関するアンケT卜調査を行いました」アンケートはインターネット及びインクルネットの

賛同団体を通じて配布・回収(2010年 8月 15日 ～9月 15日 )。 その結果、見えてきたことは以下の4点です。

1「交流及び共同学習をして良かつたJという意見

・(交流学校の児童に)地域で声をかけられうれしからたと保護者から聞いた。(教員 特別支援学校)

・回を重ねる毎に、ァ緒に活動に誘つてくれたりと関わりが増えてきた。(教員 特別支援学校)

・児童が同世代の子どもとかかわるとき、教師には見せない楽しい表情をする。(教員 特別支援学校)

・車ぃすの子でも、学校生活が送れることを、子どもたちや父兄にもわかうてもらえた。(保護者)

・いろんな行事に参加できるよう、学校全体で考えてくれた。(保護者)

・普通校という世界を知らない生徒と保護者に、地元校での生活を垣間見させることができたgでも、相手校の

生徒が遠巻きに眺めているだけだった。(教員 特別支援学校)

｀ でも、これらは異なつた学校にいるために起こるマイナス点 (子どもや保護者が地域で
1知

られていないt偏見がある、子どもたちや地域の学校が障害のある子への関わり方が

わからない等)を補うものでしかないのでは

'     _:
2交流及び共同学習は共生社会の「きつかけ作り」にはなるという意見

口形式的は年間行事としての交流は、きもかけ作りにはうまくやればなるかもしれないけど、実のあるものには

ならないと思う。(教員 特別支援学校 )

・交流及び共同学習ではやはり限界があり、共生教育の実現という目標は達成できないと思う。「やらないより

もやつたはうがまし」(生涯の早いうちに「障がい」者と出会う、体験するという意味で)と いう程度だと思う。(教

員 特別支援学校)

・現実の男1学体制で限られた回数での交流では深まりは難しいと思う。だが、交流しないよりはしたほうが、お

互しヽに理解し合うことで地域で生きやすい場作りや経験の広がりにおいては意味があると思う。(教員 特別支

援学校 )

・交流学級で、お客さん扱いになるのがほとんどです。(保護者)

→共生社会を実現するかは疑間であるという声が多く見られました。

3交流及び共同学習の取り組みは、障害のある子とない子が接することは日常的ではないこと

を子どもたちに教えてしまう

(1)障害当事者本人から             ,       .

8長い学校生活のうち、一時期だけ交流及び共同学習をしても何の意味もない。(本人、特別支援学校卒業 )

“特男1支援学校から年に一～二回居住地交流をしていたが、近所の友達が作れなく遊べないから、一般学校

に行きたかったし(本人、特lll支援学校卒業 )
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_(2)交流先の子どもたちの様子から                               ｀

・交流先の児童の感想が、「(障害があつても)一生懸命生きている」とか「僕もがんばろうと思った」等が多く、

そこで止まつてしまうこと。(教員 特別支援学校)  `
・いかにもそあ場限りの態度であつたり、教員に言われて仕方なく介助などをしている場面に遭遇した。

(教員 特別支援学校)    r

(3)結果として障害や導いを強調し、自然な人間関係にはならない

・何もやらないよりは少しでもやった方が良いのかもしれないと思う反面t特完1支援学校の人たちと自分たちと

は違う存在だと言うことのみ、強調されてしまう危険性を常に感じている:本来ならばあなたと―緒に勉強した

り生活していたりしたかもしれない存在、同世代の仲間だという意識になるのか、疑間に思ってしまう。小中学
I 校まで同じクラスであつた同級生が、たまたま交流会で再会して、複雑な表情を見せていたのが忘れられない。

(特別支援学校 教員)     .
・一つのきつか|ナになるかもしれないが、その学校で生活していないことは、ともに生き、いやなことも好きなこと

も共有できる人間関係にはなりにくい。どうしても表面だけの(形だけの)知識と理解になり、深い人間関係は

築けない。(保護者)        .                 : :  ′

・障害のある人は必ず誰か近くに世話する人がいるという印象を持たせやすい現在の交流では、取り出す発想

を生むが、「ともに」という考えが出にくいのではないでしょうか。(保護者),

4交 流及び共同学習ではなく地域の学校で日常的に二:緒に過ごすことが共生社会につながる

(1)特別支援学校から地域の学校に転籍した子どもの保護者の回答から :

交流は年に3回 。交流ではやはり「自分たちとは違う子」という意識が子どもたちにあったように思う。近づい    .
て話しかけたりする子は 1ん 2人で、本人に話すというよりも保護者に話しかけていた。     .
1地域の学校に転籍して普通学級で過ごすようになると、子どもたちは「自分たちの仲間」という意識で接して

くれる。本人に話しかけ、車いすを押しtよだれを拭き、手をつなぎ、図工で作つた作品をプレゼントしてくれた。

誰かに言われたのではなく、子どもたちが自然にやちている。言葉によるコミュニケーシヨンが苦手なうちの子    ´

を前に、子どもたちは会話をする。水筒を前にしてさわつたら「お茶がほしい」。さわらなかったら「いらない」。う

ちの子がさわると「ほしいと言つているから飲ませてあげよう」という。子どもたちが日常を共に過ごしたからこそ

成り立つ会話。         i
交流では得られなかったこと。それは近所を散歩しているときに名前を呼んで駆け寄つてくれること、大きな

お祭りの人混みの中で声をかけてくれること。地域にあるスーパーでじろじろ見られないこと。全て普通学級で   ‐

過ごすようになつてから得られたこと。

兄は弟が自分と同じ学校に入つたことをとても喜び、また、弟の車いすを押し、二人だけで近所を散歩するな

どしている。堂々とこの町で生きている。   |
以上のことは、交流をしていた特別支援学校時代にはとうていあり得なかったことで、想像すらできなかつた

こと。日常を共に過ごすからこそ、「こういう時はこうなんだ」ということを感じ取れる。だからこそ共に助け合うこ

とができるし1人権と個性を尊重し会えるヒ 共生社会の実現を目指すことができる。ゆえに、交流及び共同学

習はインクルーシブ教育とは言えない。(保護者)

′ (2)交流及び共同学習をインクルーシブ教育へつなげる実践を     |

“数年前に担任していた児童のことであるが、6年間の居住地交流の結果、卒業に当たり交流校の友だちから

一緒の中学校に行こうの一言で迷いが吹き飛び地域の学校に進学しました。その後も友だちの支えで苦しいこ

ともあるが学校生活を楽しんでいる。とてもたくましく成長したし友だちもごく自然なことをして接しているように

感じる。(教員 特別支援学校)
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障害者基本法に権利規定を設けることの必要性についての意見

2010年 12月 2日

1       、                    大谷 恭子

総則基本理念に基本的な権利を書き込むべきことは、10月 12日 総則たたき台にお
いて意見提出したが、二 れに加え(以下の理由でt各則においても、各施策義務の前

提として、それぞれの権利の内容を規定するべきである。

1、 障害者権利条約の権利性 |                     ｀

国連は、■947年世界人権宣言を宣言して以来(国際人権規約においてこの内容を

条約化 し、さらに個別に人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、

障害者権利条約 と、各人権条約を採択してきた。これは、宣言から法規範性のある

規約へ、さらに全ての人権を網羅的に保障する国際人権規約から、人種、女性、子

ども等属性ごとに各人権の内容を個別的に確定しく具体的に保障しようとしてきた

歴史であるともいえる。すなわち人権の保障は、各人権の抽象的、網羅的、カタロ

グ的な保障から、これを具体化する過程でt各人権の内容を個別に明確にし、更に

これを実現する手段を意識したものに発展してきているのである8その根拠はこれ

を必要とする立法事実が存していたということに尽きる。抽象的な規定だけでは解

消 しえなぃ根深い差別と人権侵害の広範な事実が存していることを、共通に認識 し

たからこそ、各種人権条約を採択し、これの批准を各国に迫 り、国際監視の中で人

権の国際水準を維持しようとしてきた。

障害者権利条約はまさに障害者あ人権の具体的保障のための条約であり、障害者

を権利主体 とし、各権利の内容を確定し、さらに国際監視を政府報告だけではなく、

個人通報制度を設け、また国内においてもモニタリング機構の必要性を明記 したも

のとなつている:こ の人権条約としての障害者権利条約の国内法整備として障害者

基本法を改正するのであるから、障害者がどのような権利を有しているかを明記す

ることの必要性は自明のことであるように思われる。

2、 人権条約批准と国内法整備   .
にもかかわらず、従来わが国は人権条約批准時の国内法整備の過程にあっても、

差別の禁止を明記せずtまた各権利を明文で規定することを避け、福祉として規定

してきた。たとえば以下の条約批准時の国内法整備は以下のとおりである。

(1)女性差別撤廃条約 (19Ё5年批准)ど『雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する法律』 (雇用機会均等法)(1985年 )

女性差別撤廃条約はゎらゆる分野ヤ|お ける差別を禁上したものであるが、わが

,国 にはそれまで、雇用段階の差別を禁上した法律を有していなかった。よって批

准時にこの段階の差別を禁止する法律が必要だつたのであるが、政府は、これを

1972年制定された勤労婦人福祉法を改正することによってくしかも差別の禁止で

はなく努力義務に_と どまり (女性差別撤廃委員会からの数度の勧告を受けて 1997
・

年にようやく禁工規定に改正された)(女性が働き続けるために必要な妊娠出産

時の「保護規定」は雇用における権利というよりも福祉として規定された。

(2)家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約 (家族的

責任条約)(1995年批准)と『育児体業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律』 (育児・介護休業法)(育児休業については1993年 )

家族的責任条約は明確に「家族的責任を有する労働者が、差別されることなく、

また、できる限り職業上の責任と家族的責任とめ間に抵触が生じることなく職業
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に従事する権利を行使することができるよう。・・」 (条約第 3条)と し、差別

されることなく働き続ける権利があることが前提となっている。しかし、これの

国内法である育児・介護休業法は、労働者の福祉を増進することを目的 (第 1

条)と し、育児 :介護休業を労働者の権利で1原 、福祉として位置づけられた。

(3)人種差別撤廃条約 (1995年批准):と 『アイメ文化の振興並びにアイヌの伝統

等に関する知識め普及及び啓発に関する法律』 (アイヌ文化振興法)(1997年) .

国際人権規約は少数民族の権利を規定 しているが、政府はアイヌ民族を少数民

族 として認めず、よって国内法整備はされてこなかつたのでぁるが、人種差別撤

廃条約批■時に、|よ うや く北海道旧土人保護法を廃止した。そして、このとき、

|'こ れに代わる少数民族に対する差別を禁上し、アイデンティティの保障としての

言語使用権を含めたアイヌ
´
人権法が必要であつたのであるが、文化振興法を制定

するにとどまつた。                       :

3二 人権条約の実効性

以上のごとく、従来わが国は条約の各権利規定を国内法化することを避け、個人

の権利規定とせず、福祉 として行政の施策義務 として位置づけるか、文化振興の問

題にとどめてきたのであるが、これは、国際社会が認知した立法事実を無視もしく

は軽んじたからに他ならない。法は立法め必要性を立法事実として認識することに

よつて制定される。国際社会がその必要性を認めt各権利を条約 として成文化 し、

これを批准したにもかかわらず、国内法としては権利性を認めないなどということ

は、条約の優位性からも論理的に首肯しえない。この結果、わが国の人権条約の実

効性は誠に不十分であり、再二にわたり国連の各人権委員会から勧告が出されてい

るのである。また裁判における法規範性としても軽んじられている。要するに条約

をより実効性のあるものとするためにも、条約に規定されている各権利を国内法に

明記することが必要なのである。  |
これとの関連で、わが国は国際人権規約以降、各人権条約の個人通報制度 (撃択

議定書)を留保し、未だに一つも批准していないが、これも人権条約に規定された

個人の権利を国内法に個人の権利 として規定しない姿勢と共通であると思われる。

しかし現政権は、個人通報制度の批准を公約 してお り、近い将来、これが実現す

ることが予想されている。よつてこの観点からも、今までの姿勢を大きく改め、権

利規定を各法律に盛 り込むべきである。

4、 障害者基本法に盛り込むべきもの

以上の理由から、障害者基本法に以下の点を盛り込むべきである。

・条約の基本理念を可能な限り盛 り込むべきこと
。各権利、特に現行法に明文規定のないものを明文化すること

たとえば地域で自立して生活する権利、 インクルーシブ教育め規定は不可欠で

ある
。法律名を『障害者の権利と施策に関する基本法』に改めること
・前文をつけること
・各施策の推進監督機構を設けること       ―   ■

以上
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勝又幸子委員提出資料

提案 :「障害のある女性」を障害者基本法の総則および各則に加える

推進会議 構成員 勝又幸子

第 25回長瀬委員の「障害のある女性」を入れるべ.き とのご意見に賛同じ
｀
、以下

のようにたたき台案を提出します。なお、この案は第 26回に提出したものに、

各則部分の後半を追加し:更新し.て います。検討をお願いします。

10 施策の基本方針

※ (2)を追カロすることを提案6

<条文イメ■ジ>
(1)障害者に関する施策は、障害者の自立及び社会参加を困難にする社会的

な要因を除去する観点から、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態

に応 じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなけれ

ばならないこと。

(現行法第 8条第 1項関係)<第 22回資料 2p.23>

※ (2)施策を講ずるに当たっては、現状で障害のある女性が複合的な差別を

受けていることを改善すべき重要課題と位置付け、障害者すべての人権及び基

本的自由を完全かつ平等に享有することが確保されなければならない。

各則においては、新たに加えることを提案。

追加 1各則 「

第〇〇条 障害のある女性の権利保障

日本が女子差別撤廃条約を批准したことを政策に反映すべく、国及び地方公

共団体は、障害のある女性が、性の違いに基づくあらゆる区別、排除又は制限

を受けることなく、すべての人権及び基本的自由を享受する権利を行使できる

ようあらゆる施策を講じなければならない。

また、国及び地方公共団体はt障害のある女性が、家庭の内外で暴力の犠牲

になりやすい存在であること、すべての女性が当然享受できるはずの性と生殖

の権利を認められなかった過去の歴史等、不当に取り扱われてきた事実を受け

止め、障害のある女性の人権がtあ らゆる施策の下に優先順位の低いものとし

て扱われることのないよう、最大限の注意をはらわなければならない。
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第二次意見素案について

第 27回 障がい者制度改革推進会議 (H22.1'`6)

堂本暁キ委員 当日提出資料   ■

名前 堂本 暁子

該当箇所

(頁 と行、又は項目)

文案

(追加、又は変更)

理 由

16頁
3.基本的施策関係

1)地域生活支援

【支援の内容とあり方】

(二段落目追加 )

たとえば、高齢障害者が 65歳で自立支援法から介護保険へ移

行する際に、従来受けていた支援の レベルの低下を招かないよ

うな制度の改善が必要である。

65歳以上になつても、介護保険

で不足している支援について、障

害福祉サービスを受給できるよう

にする必要がある。

17頁 10行 日

3.基本的施策関係

1)地域生活支援

【地域移行】

(下線追加)

それに近い少人数のグループホームやケアホーム

地域にとけ込むには少人数のグル

ープホームが適 してお り、大人数

のグループホームは、地域社会か

ら孤立する可能性があり、地域移

行に逆行するもである。

22頁 14行 日

4)健康、医療

(難病等の ロロ・の後に項目と文書の追加)

【人権尊重の観点からの精神医療の体制整備】

精神医療のニーズを十分に精査し、必要最低限かつ適正な数

の病床数への削減を行い、急性期・重症患者等への医療の充実

を図るとともに、入院を要しない精神障害者への地域での医療

提供体制を確保する。その際には、人権への理解を含め高い資

質を備えた者による医療サービス提供体制が確保されなければ

ならない。 ぅ           .
入院及び隔離拘束の際の保護者に替わる公的機関の責任が明

記されなければならない。

社会的入院の減少を確実なもの

とするため、積極的な病床削減が

実施されなければならない。

一方で、人権の視点に立つた質

の高い地域医療の提供体制の確立

が求められている。人権的視点か

らの適正な入院手続き、隔離拘束

に対する公的機関の責任は明確に

示される必要がある。

入院時の権利擁護のための第二
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さらに、苦情処理、権利擁護などを行う第三者機関による新

たな監視システムが必要である。

今後、これまでの誤つた国策を繰り返さないために、人権擁

護に基づいたコミュニティ・ベースの精神医療体制を構築すべ

きである。

また、精神障害者及び家族に対して、病状及び治療方針など

の情報が十分に提供されなければならない。

者機関による監視システムが不可

欠。

収容保護か ら自己決定による地

域生活支援の体制整備が国策とし

て求められている。 |

精神障害者及び家族に対 しての

情報提供によって自己選択 J自 己

決定が可能になる。

22頁 29行日の後

4)健康、医療

(難病等の・・ 口の後に追加)

・ 人権尊童の観点を踏まえた適切な精神医療の体制整備が図

られること。

医療の項目に人権の視点から明記

しておくことが重要である。

24頁 12行 日から13行日

6)精神障害者に係るllL域移行の

促進と医療における適正手続の確

保

(下線部分変更)

生活できるよう

(追加及び変更下線部分)

現状からの具体的かつ速やかな移行の仕組′みが構築されなけれ

ばならない。

地域移行の筋道をより具体的かつ

明確に記述

24頁 20行日から32行日

6)精神障害者に係る地域移行の

促進と医療における適
=手

続の確

保

【地域生活への移行を促し社会

的入院を解消していくための施策】

(全文削除後変更と追加)        i
精神障害者が長期間にわたり病院の開鎖された空間での生活

を強いられる制度設計がなされてきたことを踏まえ、国の責務

として、精神障害者が地域社会での自立した生活へと移行する

ことを支援し、地域社会べのインクルージョンを実現していく

ことが喫緊の課題となっていることに鑑み、以下の施策を展開

していくことが必要である。
日 精神障がい者及び家族への地域生活支援に関する十分な情

報の提供

地域移行を推進 し、地域定着を図

るためには、精神障害者のための

公的センターの制度化が必要不可

欠。
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コミュニテイ・ベースの精神医療体制を前提とし、医療的

ケアを含め地域生活を 24時 FH1 365日 支援する、福祉圏域毎

の公的センターの制度化と財政措置

上記センターにおいては、地域生活における不安や困難に

対する常時利用可能な相談支援、急性期でも利用できる場

の確保、必要な地域保健サービスの提供を含む生活基磐の

確保等を実施

住居などの生活資源の確保、就学・就労の支援、支援に携

わる人材の育成とそのための必要な財政措置

この仕組みを構築するにあたつては、いわゆる“医療モデル"

として医療機関が実施するのではなく、“社会モデル"と して

福祉サービスの一環での実施を進めることとする。

25頁 1行 日から3行日

6)精神障害者に係る地域移行の

促進と医療における適平手続の確

保【非自発的医療に係る人権尊薫の

観点からの適正手続の確保等】

(下線追加 )

人権尊重の観点から、自己決定権に基き、自らのやl断 と選択に

よる瞑癖の和1用が基本であることに鑑み、リト自発的な (本人の

責に辰 lンた又は本人の意思を確認することができない状藍L上
ける)入院の際の具体的

(下線変更)

現行制度を大幅に見直し新たな仕組■を構築すること。

現行の精神保健福祉法では、人

権保障の手続きは担保されておら

ず、権利条約の締結にあたつては、

改変されなければならない。

自己選択 口自己決定さらに人権

保障が担保される制度に改善しな

ければならない。

25頁 4行 日から9行日

6)精神障害者に係る地域移行の促

進と医療における適丁手続の確保

【非自発的医療に係る人権尊重の

観点からの適正手続の確保等】

(下線変更)

医療保護入院に係る同意を含む現行の「保護者制度」を抜本的

に見直すことが必要である。すth主二現行の医療保護入院lll

公的機関がその役割を適tu lこ 果たすよう新たな仕

組みを構築すること。

保護者制度の廃止 し、本人を人権

的視点か ら保護するために、公的

機関が責任 を担 う仕組みの構築

(保安か ら人権の保障へ)
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25頁 10行日から14行 日

【非自発的医療に係る人権尊重の

観点からの適正手続の確保等】

(全文変更)

精神疾患を有する者の、急性期・重症患者等入院二一ズを精査

した上での必要精神病床数を算出し、それを超えて現存する精

神病床については、国の責務で削減を行い、それに代わる地域

での医療体制を構築すること。

社会的入院の解消と地域医療体制

の構築

25頁 17行日

【非自発的医療に係る人権尊重の

観点からの適正手続の確保等】

(全文変更)

すべての精神障がい者は、原則として病院への隔離 口収容を受

けることなく、地域社会において必要な支援を受けながら自立

した生活を営む権利があることを明記すること。

精神障害者の地域生活を確実なも

のにするための記述

25頁 21行日

【非自発的医療に係る人権尊重の

観点からの適正手続の確保等】

(全文変更)

自己決定権に基き、自らの判断と選択による精神医療の利用が

基本であることが明記されるとともに、例外的に非自発的な医

療が行われる場合には、厳密で適正な手続きが確保されること。

非自発的医療に対する適正手続き

の確保

25頁 25行から26行

【非自発的医療に係る人権尊重の

観点からの適正手続の確保等】

(全文を肖1除 し、22頁 13行 日の後に 【人権尊重の観点から

の精神医療の体制整備】の項目を追加)

4)健康、医療に移行

27頁 28行 日

【相談におけるコミュニケーシヨ

ンの確保】

(】豊カロ)

は じめ、知的障害 口発達障害においては、一人‐人に対応 した

特別なコミュニケーシ ヨン手段を活用す るなど

知的障害・発達障害児者には特別

なコミュニケーシヨシ支援が必要

であり明記すべきである。

28頁 38行から39行
9)住宅

【公営住宅利用における課題】

(下線部分の変更 )

障害者にとつて利用 しやすい公営住宅の提供は、不十分である

上に、
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社会的入院の削減 と連動 した公

営住宅の提供計画の策定。

緊急対策としては民間賃貸住宅

の借 り上げによる公営住宅の整備

を計画的に推進すべき。

(剣豊カロ)

精神障害者の地域移行が進まないのは、提供される公営焦宅の

絶対数の不足が原因であり、その解決策としては。民間の賃貸

住宅を公営住宅として借り上げることが、喫緊の課題である。

公営住宅が提供されれば、生活保護を受けることなく地域移行

が可能となる社会的入院患者は少なくない。退院の年次目標と

連動して、公営住宅を提供する年次目標を提示すべきである。

29頁 14行日

9)住宅

【公営住宅利用における課題】
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3、 基本的施策関係に新しく追加すべき

事項  、 |

第二次意見素案について

(家庭及び家族の尊重 )

1 権利

障がいのある人は,両当事者の自由かつ完

全な合意に基づいて婚姻をする権利,家族

を形成し,子どもを養育する権利,子 ども

の数及び出産間隔を自由に決定する権利 ,

その年齢に適 した方法で生殖,出産及び家

族計画に関する情報及び教育を受ける権

利,並びに生殖能力を保持する権利を有す

る。

2 適切な支援

国及び地方公共団体は,前項の権利を実現

するため,障がいのある人が,・性を否定さ

れることなく個人として尊重され,性,生

殖,婚姻,家族,親子関係,親族関係及び

子どもの養育に関して,並びにこれらに関

する教育′情報提供,保健サービスに関し

名前  大谷恭子

障害者権利条約第23条 1項、2項は「家庭

および家族の尊重」として、いわゆるリ

プロダクツヘルス・ライツ (性と生殖に

関する健康と権利)を規定している。障

害者、特に障害のある女性はこの権利が

否定されてきたのであり、女性の人権の

視点からも明文で規定する必要がある。

該当箇所

(頁 と行、又は項目)

文案

(追加、又は変更 )



20頁3行日以降に以下の文章を加えるこ

とし

て,適切な支援を受けられるよう必要な施

策を講 じなければならない。

(イ ンクルーシブ教育制度の構築)

「障害者権利条約においては、あらゆる教育段階

において、障害者にとってインクルーシブな教育

制度を確保することが必要とされている。

障害の有無にかかわらず、それぞれの個性の差

異と多様性が尊重され、それぞれの人格を認め合

う共生社会の構築に向け、学校教育の果たす役割

は大きい。人間の多様性を尊重しつつ、精神的・

身体的な能力を可能な最大限度まで発達させ、自

由な社会に効果的に参加するとの目的の下、障害

者が差別を受けることなく、障害のない人と共に

生活し、共に学ぶ教育 (イ ンクルーシブ教育)を

実現することは、互いの多様′陛を認め合い、尊重

する土壌を形成し、障害者のみならず、障害のな

い人にとつても生きる力を育むことにつながる。

また、義務教育だけでなく、就学前の教育、高

校や大学における教育、就労に向けた職業教育や

能力開発のための技術教育、生涯教育等について

も、教育の機会均等が保障されなければならな

い。」

第 1次意見において2)教育の「推進

会議の問題認識」の冒頭t右の点が確認

されている。

この趣旨は障害者基本法に反映されな

ければならないのであり、第 2次意見に

も改めて確認されるべきである。  :



21頁上から1行日に以下の文章を加える

こと。

・障がいのある人は,あ らゆる年齢段階に

おいて,尊厳及び自己の価値に対する意識

を十分に育成し,人権及び人間の多様性を

尊重し,その能力を可能な限り発達させ,

社会に効果的に参加することを目的とす

るインクルーシブ教育 (共生教育)を受け

る権利を有し、この権利を実現するため,

障がいのある人が自己の住む地域社会に

おいて,必要な支援を受けながら,障がい

のない者と共に学ぶ教育制度を構築し,生

涯学習を整備するために必要な施策が講

じられなければならないこと。

現行障害者基本法の教育条項14条 1項は

「国及び地方公共団体は、障害者が、そ

の年齢、能力及び障害の状態に応じ、十

分な教育を受けられるよう・ =・ 」と規

定しているが、「障害の状態に応じ」支援

が保障されるべきであり、「障害の状態に

応じた十分な教育」との規定は誤解を生

じる。よつて権利条約が規定する教育め

目的に合致したインクルーシブ教育制度

の構築について規定を設けるべきであ

る。

21頁上から7行 日に以下の文言を加える

こと。  ｀

口学校設置者は当該障害者に合理的配慮を

提供することはもとより、追加的な教職員

の配置や施設 口設備の整備等の条件整備を

行 うために計画的に必要な措置を講ずる

こと。

合理的配慮は個別のものであり、それが

なければ養別となるものであり、よつて

直ちに保障されなければならないが、一

般的な条件整備は段階的に整備されるも

のである。これにつき一部誤解があるよ

うなので、これを明記しておいた方が混

乱がないと思われる。現行障害者基本法1

4条 1項、2項に対応したもあとして、文言

を修正し、規定されるべきものである。



20頁 (交流および共同学習)

章を加えるべきである。

「交流および共同学習」は、2004年障害者

基本法改正時に挿入された条項である。こ

れはこの改正時に原則分離の現行教育制

度を改正するべきであるとの要求に対 し、

現行制度を維持することの見返 りとして

挿入されたものである。しかも当初の政府

案は、交流教育だけであつたが、すでに共

に学ぶ教育実践が存 していたことから、こ

れに対する法的根拠と「共に学ぶ」ことを

推進するべきであるとの強い要求をうけ

て「共同学習」という文言が最終段階で挿

入された経緯がある。よつて当初は交流教

育 と共同学習は別のものと位置づけられ

ていたが、施行後は「交流および共同学習」

はひとつのものであるとの説明がされる

ようになつてきている。

「交流および共同学習」は原則分離別学

の現行制度を維持するために挿入された

ものであるという立法経緯を明確にし、

この現行制度を改めるにあたつて、交流

教育を今後どのように位置付けるべきか

を検討するべきである。

に以下の文



第二次意見素案について

第 27回 障 が い 者 制 度 改 革 推 進 会 議 (H22.12.6)

関 口 委 員 当 日 提 出 資 料

名前 関口 明彦

該当箇所

(頁 と行、又は項目)

文案

(追加、又は変更 )

理 由

13頁 国際協調 を協力に直す。 協力 目次でも協力になっている。

13頁  9行日

向けた国際的な潮流を踏まえ

向けた障害者権利条約を踏まえ 条約の批准が前提となもていること、及

び条項を留保している国々も存在するこ

とから。              
′

24頁  15行 日

精神保健福祉法を抜本的に改正して、

精神保健福祉法を一度廃止 して、例外的に

非自発的

医療合同チームでは意見の分かれた論点

である。

25頁 1行 日

観点から、具体的な適正手続

観点から、他の者との平等に基づく具体的 より、適正な人権を担保するため

25頁5行 目 解消するためには、精神保健福祉法を廃止 意見の分かれた論点



解消していくことが必要である:このた

め、

することも検討すべき。

25頁8行 日

公的機関の役害1を含めた

公的機関の役割を明示し、権利擁護機関の

創設も含めた

ほぼ一致 している論点

25頁 12行 日

精神病床と、人権への理解を含め高い資

質を備えた十分

精神病床数を明示 し、そこに至る道筋を創

ることと、人権全の理解を含め高い資質を

備えた他科と遜色ない十分

25頁22行 日

精神医療の質の向上

精神医療と地域資源の質の向上 社会モデルであることから

25頁23行 日 新設 ・ 研修を受けた当事者相談員 (権利擁護

者)は この章のいずれの場合にも大きな力

とな りうるという観点か らその積極的な

活用を図り明確に位置づけること

PSWの みが、独占的地位を持たないように

するためには、現下自立支援法改正に付

帯 したPSW法の改正に伴い、とりわけ精神

障害者に必要となる、私達抜きに私達の

事を決めるな、を担保する根拠がいるか

ら



障害者基本法の抜本改正にあたっての JDF意見

日本障害フォーラム (JDF)

は じめ に

日本障害フォーラム (」DF)は 2002年以降、障害者権利条約 (以下、権利条約)の推進

に大きな力を注いできた。権利条約交渉等に当初から関わり、8回開催された国連障害者権

利条約に関する特別委員会 (2002～ 2006。 以下、特別委員会)への NGO代表団派遣、国

連におけるロビー活動やサイ ドイベントの開催、特別委員会日本政府代表団顧間の推薦、

日本政府との 20回 に及ぶ意見交換会の開催、全国各地での 」DF地域フォーラムの開催な

ど、精力的に取り組んできた。

2006年 12月 、権利条約が国連で採択され、2008年 5月 に発効した。2009年 12月 には、

障がい者制度改革推進本部 (本部長・菅直人総理大臣)と障がい者制度改革推進会議が設置

され、現在、精力的に権利条約に基づく障害者制度の全般的な改革の議論を行っている。

2010年 6月 7日 には障害者制度改革の推進のための基本的な方向 (第一次意見)がまとめ

られ、それに基づいて、改革の方向性についての閣議決定がされた。こうした流れに沿っ

て、現在、権利条約批准の前提となる重要な法律たる障害者基本法について、権利条約批

准に向けた抜本改正の議論が本格化している。以下、JDFと して、今後改正される障害者

基本法に規定されるべきであると思われる重点項目を述べる。

1.前文を作成すべきである

(理由)今回の障害者基本法の改正は、権利条約の批准とその後の関連法整備、施策のモ

ニタリング等を担保するための抜本改正である。そのために、前文で改正の趣旨や目的

を明示すべきである。憲法上の権利の実質的な保障、自己決定、障害の社会モデルの採

用、非差別、地域社会への完全参加とインクルージョンなど、権利条約の原則の確認と

個別権利規定の実現、といった内容が含まれるべきである。

2.総則関連

(1)障害者基本法の目的

障害者の権利の主体性を明確にする内容を盛り込むべきである。権利条約は、障害者



を「保護・施策の客体から権利の主体へ」とパラダイム転換をするための条約である。

権利条約の内容にふさわしい規定とすべきである。

(2)定義

①障害ならびに障害者 :

権利条約第 2条等の規定から、障害者基本法においては、医学的見地のみから障害

ならびに障害者が定義されるべきではない。権利条約で規定されている障害の社会モ

デルの趣旨を生かした、既存の身体障害者福祉法などの障害関係法の適用範囲に制限

されず、制度の谷間を作らない書きぶりにすべきである。

②障害に基づく差別

権利条約交渉の中で確認されている、障害に基づく差別の三類型 「直接差別」、「間

接差別」、「合理的配慮を行わないこと」を定義すべきである。

③合理的配慮

実質的な機会の平等を確保するための国際人権法上の新しい概念たる「合理的配慮」

を定義すべきである。

④インクルージョン (共生社会)の定義

権利条約第 3条の原則に規定されている権利条約の中核概念たる「インクルージョ

ン」の定義を行うべきである。

【参考 :日 弁連の議論から】

(共生社会)全 ての障がいのある人がその対等な構成員として位置づけられ,合

理的配慮や必要な支援の充足を通じて,障がいの有無にかかわらず地域で共に生

活することが確保された社会のことをいう

⑤言語・コミュニケーション手段 (意志、及び情報伝達)

権利条約第 2条でコミュニケーション並びに言語に関する定義がなされている。情

報・コミュニケーションの保障は障害者が障害のない人と平等に権利を行使する上で

の前提となるものであり、改正基本法においては定義をすべきである。

【09年」DF試案】

言語とは、音声言語、手話及び他の形態の非音声言語をいう。

2 コミュニケーション手段とは、あらゆる生活の場において、言語若しくは点字、

手話通訳者、筆談、要約筆記、指文字、触手話、指点字、手書き文字その他の方法

による通訳、拡大文字、音声サービス、文字情報サービス、写真 。図画、ひらがな

及び平易な表現による表記その他の自ら選択する適切なコミュニケーション手段

(以下 「コミュニケーション手段」という)を いう。



(3)基本的理念

総則の一部である「基本的理念」においては、権利条約の趣旨から、法律全体にか

かる権利規定をすべきである。

①自己決定の権利

権利条約の原則であり中核概念の一つである自己決定 (権利条約上は「自律」)の権

利を規定すべきである。ここには自己選択の権利や支援を受けた自己決定を含むべき

である。

【参考 :日 弁連の議論から】

4 自己決定の権利

すべて障がいのある人は,自 己の意思決定における十分な情報提供を含む,必

要な支援を受け,かつ他からの不当な影響をうけることなく, 自らに関わる事

柄に関し,自 己決定の権利を有する。

②差別禁止

障害に基づく差別の禁止は権利条約の基調である。現在検討を始めた差別禁止法制

度に対応できるような差別禁止規定が必要である。

③地域生活の権利

障害者が障害のない人と平等に地域で生活する権利を明記すべきである。

権利条約第 19条では、障害のない人と平等に地域における自立した生活を送る権利

を規定している。障害者は誰とどこに住むか選択することができ、特定の生活様式を

強要されず、条約締約国にはそのための支援を行うことを義務付けている。同条は「障

害者を保護の客体から権利の主体へ」というパラダイムを転換するための権利条約の

基礎となる条項とされている。国連人権高等弁務官事務所より出された「国連人権高

等弁務官事務所 (OHCHR)専門家研修シリーズ第 17号人権モニターのためのガイダ

ンス (2010年 4月 リリース)Jで も、同条については、国家が尊重すべき義務として、

・ 障害のある人が、他の者との平等を基礎として、居住地及びどこで誰と生活するかを

選択する権利を認める法的保護があるか。

・ 障害のある人が、特定の生活様式を強制されないことを確保するための法的保護 が

あるか。

としている。



【09年 」DF試案】

障害者は、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、自己の選択と決定に従っ

て、必要とする支援を受けながら、地域において自立した生活を営み、あらゆる社

会的活動に参加する権利を有する。

2 国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における生活の支援並びに地域社会

からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の

地域社会支援サービスを講じなければならない。

④個人がそのままの状態で保護される権利

権利条約上の 「法的能力」の規定を担保する条文を新設すべきである。権利条約の

第 12条～第 14条 (法的能力の行使や、恣意的に自由を奪われないこと等)の規定を

包括するものとして、権利条約第 17条 (「個人をそのままの状態で 。・・」の趣旨を

規定すべきである。

【09年 JDF試案】

障害者は、他の者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重さ

れる権利を有する。

2 障害者は他の者との平等を基礎として、身体の自由及び安全についての権

利を享有 し、いかなる場合も自由の剥奪は障害の存在により正当化されない

ただし、他の障害や第 17条導入の経緯がわからない人には「そのままの状態」は、

ほっておかれる、というイメージもあるとの指摘もある。この場合、以下のような日

弁連の議論が参考になる。

【日弁連の議論】

(尊厳の保障等 )

すべて障がいのある人は,権利の主体であって,個人の尊厳が重んじられ, 自己の

心身の状態を侵襲されることなくその尊厳にふさわしい生活を保障される。

⑤言語・コミュニケーション及び情報へのアクセス

権利条約の規定に沿って、自らが選択する言語やコミュニケーション手段を使い、

生活する権利を規定すべきである。

【09」DF試案】障害者は、自ら選択する言語及びコミュニケーション手段を使用して、

生活を営む権利を有する。

(4)障害のある女性と障害のある子ども

権利条約第 6条、第 7条に基づいて、総貝1部分に障害のある女性と障害のある子ど

もについての権利規定を設けるべきである。



(5)法制上の措置等

障害者基本法に掲げる理念・規定に沿って個別法令の制定、改廃が行われ、必要な

財税上の措置を講じるといった明文規定を設けるべきである。消費者基本法が参考に

なる。

同第十条

国は、 この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行わ

なければならない。

2政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければ

ならない。

3.各 則関連

現行障害者基本法 「第二章障害者の福祉に関する基本的施策」「第二章障害の予防に関

する基本的施策」に該当する各則規定については、権利条約に基づいて、そのタイ トル

も含め、抜本的な改廃、新設が必要である。その中でも特に重要であると思われるもの

を挙げる。

(1)地域生活

総則で規定された 「地域生活の権利」規定に基づいて、国や自治体への施策の実施義

務を規定すべきである。ここには福祉サービスのみならず、住宅の確保や住まい方支援

なども包含されるべきである。

また、重要な点として、本人の家族依存からの脱却とそれに伴う家族支援の必要性を

明記すべきである。地域において障害のない人と平等に自立 した生活、社会生活を送る

ためには、社会資源を充実させることで家族からの依存を余儀なくされている現状を変

えなければならない。そして、それに伴う家族への支援が不可欠であるためである。



【日弁連の議論】

(地域社会における自立生活)

1 権利

障がいのある人は,障がいのない者との間で分離又は,差別されず,必要な支援

を受けながら,地域社会において自立した生活を営む権利を有する。

2 自立生活支援等

国及び地方公共団体は,前項の権利を実現するため,障がいのある人の地域社会

における生活の支援並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必要

な施策を講じなければならない。

3 住宅の確保等

国及び地方公共団体は,障がいのある人のための住宅を確保し,及び障がいのあ

る人の日常生活に適するような住宅の整備を促進し,適切な利用ができるよう必

要な施策を講じなければならない。

4 福祉用具等

国及び地方公共団体は,福祉用具及び補助犬の給付又は貸付その他障がいのある

人が日常生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。

5 災害時の安全確保

国及び地方公共団体は,災害等の緊急時において,障がいのある人の生命,身体

の安全が十分確保されるよう,総合的な施策を講じなければならない。

(2)労働

現行障害者基本法 「職業相談」 (第 15条)及び「雇用の促進等」 (第 16条 )の見直し

についてタイ トルの「促進」は権利性がなく適切ではないため、タイ トルは、「労働及び

雇用」に変更すべきである。その上で、

①働く権利の保障」を明示し、具体的な内容については、障害者雇用促進法を抜本的に

見直すか,障害者のための労働法の必要性を明記する。また、「能力に応じて適切な職

業」「障害者に適した職種及び職域」「その有する能力を正当に評価」などの、「障害を

個人に帰する」かのような表現は、権利条約の時代に使うべきではない。

②権利条約第 27条 (労働及び雇用)は、インクルーシブで、かつ、アクセシブルな労働

市場及び労働環境において、障害者の労働の権利を広く認めている。現行法第 15条に

おいて、一般雇用に位置づけられていない作業所や授産施設等の「作業活動」や「職

業訓練」 (第 15条の3)の場が、労働者としての権利がないまま働く場になっている

実態を踏まえて、雇用の場への移行を図るための適切な措置の必要性を明示すべきで

ある。

③現行障害者基本法第 16条第 1項、第 2項等では、企業等に雇用されるまでのプロセ



スには力を注いでいるが、その後の長い職業生活については、「雇用の安定を図る」と

の記載のみで、批判の多いところでもある。権利条約 27条 (b)～ (e)の 規定のような労

働条件の整備、昇進なども含めたキャリアアップ等についても明示すべきである。

(3)教育

現行障害者基本法第 14条では原則インクルーシブの理念が明確でない。原貝Jイ ンクル

ーシブ教育制度の理念に基づいた抜本的な改正が必要である。

①地域でインクルーシブな教育を受ける権利を原則とすることの明示と、併せて、希望

する場合の特別支援学校等における教育を受ける権利の明示

権利条約の規定に基づいて、義務教育課程を含む生涯において、原則として障害の

ある児童 。生徒が本人の生活している地域社会において、障害のない児童生徒と共に

教育を受け育つ権利があり、同時に本人や保護者の希望に基づいて、特別支援学校等

での教育を受ける権利があることを明示すべきである。上述 した 「国連人権高等弁務

官事務所 (OHCHR)専 門家研修シリーズ第 17号人権モニターのためのガイダンス

(2010年 4月 リリース)」 でも、権利条約第 24条について国家が尊重すべき義務とし
‐
ζ「、

●法律は明示的にインクルーシブ教育への権利を認めているか。

●国は障害のある生徒が一般教育制度に入ることを拒否 しているか (こ れが違反である

という意 )。

●国は障害のある生徒が就学を義務付けられている分離学校制度を維持 しているか (こ

れが違反であるという意 )。

を挙げている。

②全ての障害のある子どもへの必要な支援や合理的配慮義務について

上記権利の実現のための施策について、国や自治体が条件整備を推進し、障害のあ

る子どもがどこで学んでいようと必要な支援や合理的配慮をおこなう義務があること

を明示すべきである。現状は、通常学級では障害のある子どもへの支援や配慮は基本

的にはなされておらず、特別支援学校等も狭院化等によって、障害のある子どもたち

への教育が十分にできていない。

また、ろう者、難聴者又は盲ろう者にとって最も適切な言語やコミュニケーション

を利用できる環境での教育が保障される規定ぶりが必要である (第一次意見が参考に

なると思われる)。

(4)医療

権利条約の規定に基づき、現行障害者基本法第 12条 (医療、介護等)を タイ トルも含

め大幅に改正すべきである。



障害者が自らの選択によって、障害のない人と平等な医療を受け、 リハビリテーショ

ンを行う権利、可能な限り障害者が属する地域社会での医療の保障 (権利条約第 25条 (c))

十分な説明に基づく自由な同意による医療の保障 (イ ンフォーム ドコンセント)(同条(め )

などを保障し、それに基づいた国や自治体の施策等を規定すべきである。

(5)予防

現行障害者基本法 「障害の予防に関する基本的施策」 (第 3章のタイ トル及び第 23条

1と 2)の 「障害の予防」については、障害はあってはならず、治療しなければならな

いものという否定的な障害観が色濃く反映されているため、基本的に削除すべきである。

そして 「保健サービス」を現行法で言う第 12条 (医療、介護等)に合体し、主体者であ

る障害者の判断と選択によって利用できる施策を行うことを明示すべきである。

(6)その他各則に新設すべき条項

○司法手続き

o政治参加

o所得保障

o虐待防止に関する措置

o国際協力

o障害のある女性

o障害のある子ども

o文化活動等 (ス ポーツ・レジャーを含む)

4。 モニタ リング

(1)名称

障害者権利委員会とすべきである。

(理由等 )

権利条約は第33条 で、国内監視機関について規定をおいた。これは、国連の人権条約

としては最初のものであり、非常に重要なものである。大枠で言えば、「促進」「保護」「監

視」の役割が求められ、これらをさまざまな制度・機構に分担しながらの実施となる。

関連して、内閣府より「規定ぶリイメージ」力`出され、そこでは 「障害者政策委員会」

を設置し、中央の機関では関係各大臣に意見具申、勧告等の権限を与えている。ここは

「監視」機能を持つ機関として理解すべきであり、その点で、勧告権限まで与えるとの

書きぶ りは評価できる。

しかし、「障害者政策委員会」の名称については、政策を立案する委員会のような印象



を与え、また、政策に何が含まれるのか明確でない。権利条約に基づいた施策等の監視

であれば、名称を「障害者権利委員会」とすべきである。

(2)役割の整理

「促進」のための機関との整理が必要である。また、「保護」は現在議論が進んでいる

人権救済機関の役割で整理すべきである。

(3)地方障害者権利委員会について

①市町村にも必置とすべきである。

(理 由等)

内閣府より出された「規定ぶリイメージ」「障害者政策委員会」 (現行障害者基本法第

24条 関係)の 5の地方障害者政策委員会の (4)では、 「市町村 (指定都市を除く。)

は、条例で定めるところにより、地方障害者政策委員会を置くことができる。」という

書きぶりとなつており、市町村における設置は義務となつていない。しかしながら、現

状において多くの障害者福祉サービス等が市町村の管轄で行われていることや、地域主

権の流れ等をかんがみるに、市町村での監視機能が果たせない場合、さらに地域間格差

が広がることになる。現在も、障害者施策にきちんと取り組んでいる市町村とそうでな

いところとの格差は非常に大きい。

よつて、現在障害者施策への取り組みが進んでいる市町村のグッド・プラクティス(よ

き事例)を 生かすなどの工夫をしつつ、障害者権利委員会を各市町村必置とすべきである。

□地方障害者権利委員会の委員

各種の障害者の意見が反映されるように、障害者当事者の委員が半数以上等の規定を

設けるべきである。

②所掌事務について

障害者に関する施策について、調査審議、監視をする、とされている。障害福祉サー

ビスなど市町村が行う障害者関連業務が現実的に多いことを勘案し、中央と地方の障害

者権利委員会の役割分担を今後検討するという前提で、勧告権限を付与することを検討

すべきである。

【内閣府規定ぶリイメージ】

1.障害者政策委員会の設置

内閣府に、障害者政策委員会を置くこと。 (現行法第24条関係)

2.障害者政策委員会の所掌事務

(1)障害者政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどること。

一 内閣総理大臣の諮間に応じ、障害者基本計画の案の作成に関し、調査審議すること。

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮間に応じ、障害者に関す



る基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。

四 政府が実施する障害者に関する施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。

(2)内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第四号の規定による勧告に基づき講じた施策に

ついて障害者政策委員会に報告しなければならないこと。 (現行法第24条 関係、新設)

3.資料の提出要求等 (新設)

障害者政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政

機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる

こと。

4.障害者政策委員会の組織

(1)障害者政策委員会は、委員三十人以内で組織すること。

(2)障害者政策委員会の委員は、障害者、障害者に関する事業に従事する者及び学識経験

のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成につい

ては、障害者政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた審議を行

うことができることとなるよう、配慮されなければならないこと。

(3)障害者政策委員会の委員は、非常勤とすること。

(4)前三項に定めるもののほか、障害者政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、

政令で定めること。 (現行法第25条 関係)

5.地方障害者政策委員会

(1)都道府県 (地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市 (以下「指定都市」と

いう。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者政策委員会を置く。

(2)都道府県に置かれる地方障害者政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 都道府県障害者基本計画の案の作成に関し、調査審議すること。

二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な

事項を調査審議及びその施策の実施状況を監視すること。

三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の

連絡調整を要する事項を調査審議すること。

(3)都道府県に置かれる地方障害者政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例

で定める。

(4)市町村 (指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、地方障害者政策委員会

を置くことができる。

(5)(2)及 び (3)の 規定は、前項の規定により地方障害者政策委員会が置かれた場合

に準用する。 (略)(現行法第26条 関係 )
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